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１ 事業名  旭川中央警察署庁舎等整備事業 

 

２ 事業場所 北海道旭川市７条通１０丁目ほか 

 

３ 事業期間 自 北海道議会の議決のあった日 

至 令和２６年３月３１日 

 

４ 契約金額 金●円（うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額●円）に本契約条項

別紙６に基づき算定した金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額 

 

 

内訳 （１）施設整備業務に関する対価 

金●円（うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額●円）に本契約条項

別紙６に基づき算定した金利変動及び物価変動による増減額等を加算した額 

（２）総括管理業務及び維持管理業務に関する対価 

金●円（うち、取引に係る消費税及び地方消費税相当額●円）に本契約条項

別紙６に基づき算定した物価変動による増減額等を加算した額 

 

５ 契約保証金 本契約条項第６０条に定めるとおり 

 

 

 

上記の事業について、北海道と●は、各々対等の立場における合意に基づいて、以下

に定める条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 

この契約は仮契約として締結されるものであり、民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第１２条の規定による北海

道議会の議決のあったときに、本契約となる。 



 
 

 
 

本契約の締結日は、北海道議会における本契約議案の議決日であり、下記年月日は仮契

約締結年月日であることを確認する。 

この契約締結の証として本書を２通作成し、当事者がそれぞれ記名押印の上、各自１通 

を保有する。 

 

令和  年  月  日 

道   北海道 

北海道警察本部長  伊藤 泰充  

 

 

事業者 [住所] 

[事業者名] 

代表取締役 ● 
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第１章 総 則 

（目的） 
第１条  本契約は、道及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な事項

を定めることを目的とする。 
２  本契約において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙１

において定められた意味を有する。 
 

（公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重） 
第２条  事業者は、本施設等及びその他施設が、高度の公共性を有すること及び道が本施設等

及びその他施設の管理者の立場にあることを十分理解し、本事業の実施にあたってはその趣旨

を尊重しなければならない。 
２  道及び事業者は、本事業が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成１１年法律第１１７号）に基づき、民間事業者によって実施されることを十分理解し、

その趣旨を尊重しなければならない。 
 

（事業日程） 
第３条  本事業は、別紙２に示す本件日程表に従って実施される。 

 
（事業概要） 
第４条  本事業は、別紙３に示す設計業務、建設業務、解体業務、工事監理業務、総括管理業務

及び維持管理業務並びにこれらに付随し、又は関連する一切の業務により構成される。 
２  事業者は、本事業を本契約、入札説明書等及び事業提案書に従って遂行しなければならない。 

３  前項において、本契約と入札説明書等及び事業提案書との間に矛盾、齟齬がある場合には、

本契約、入札説明書等、事業提案書の順にその解釈が優先する。ただし、事業提案書において

提案された業務の水準が入札説明書等に定められた業務の水準を上回る場合には、その部分に

限り、事業提案書が入札説明書等の規定に優先する。 

４  本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、本契約の解釈に関して疑義が生

じた場合又は入札説明書等の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬がある場合には、道及び事業者

は、その都度、誠意をもって協議し、係る記載内容に関する事項を決定する。 

 
（善良なる管理者の注意義務） 
第５条  事業者は、本事業の実施につき、善良な管理者の注意義務をもって遂行しなければなら

ない。 
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（事業者の資金調達） 
第６条  本事業の実施に関する一切の費用は、本契約で別段の定めがある場合を除きすべて事

業者が負担する。また、本事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行

う。 
 

（事業対象地等の使用） 
第７条  施設整備業務は、事業対象地及び解体敷地において行う。設計・建設期間中の事業対

象地の管理及び解体期間中の解体敷地の管理は、事業者が善良な管理者の注意義務をもって行

う。事業者は、事業対象地及び解体敷地を、本契約上の義務を履行するために必要な範囲にお

いて、本契約の期間中に限り無償で使用することができる。道は事業者が当該土地を当該範囲

において無償で使用できるよう必要な措置をとる。 
 

（許認可、届出等） 
第８条  本契約上の義務を遂行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任と費用に

おいて取得し、及び維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任と費用にお

いて提出しなければならない。ただし、道が取得し、及び管理すべき許認可並びに道が提出す

べき届出はこの限りでない。 
２  事業者は、前項の許認可、届出等の申請に際しては、道に対し書面による事前説明及び事後

報告を行う。また、事業者は、道が必要とした場合には、係る許認可の取得又は届出の完了後、

道に対して、当該許認可を証明する書面の写し又は当該届出の完了を証明する書面の写しを提

出して報告を行う。 

３  道は、事業者から要請がある場合は、事業者による許認可の取得、維持及び届出に必要な資

料の提供その他の協力をする。 

４  事業者は、道から要請がある場合は、道による許認可の取得、維持及び届出に必要な資料の

提供その他の協力をする。 

５  事業者は、許認可の取得又は提出すべき届出の遅延により追加費用又は損害が生じた場合、

当該追加費用又は当該損害を負担する。ただし、道が取得し、及び維持すべき許認可又は道が

提出すべき届出の遅延により追加費用又は損害が生じた場合については、道が当該追加費用又

は当該損害を合理的な範囲で負担する。 
６  許認可取得又は提出すべき届出の遅延によって、設計・建設期間の変更を要する場合には、

第２２条から第２４条までの定めに従う。 

 

（第三者の使用） 
第９条  事業者は、設計業務を設計企業に、建設業務を建設企業に、解体業務を解体企業に、工

事監理業務を工事監理企業に、総括管理業務を総括管理企業に、維持管理業務を維持管理企業

に（以下、各業務を担当する企業を個別に又は総称して「各担当企業」という。）、それぞれ

委託し又は請け負わせる。 
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２  事業者は、本事業の全部又は一部について、各担当企業以外の第三者に委託し又は請け負わ

せる場合には、当該第三者との間で取り交わしを予定している契約書案その他の文書の写しす

べてを提出して予め道の承諾を得なくてはならない。 
３  事業者は、前２項にしたがって本事業の全部又は一部を各担当企業又は第三者に委託し又は

請け負わせる場合には、業務計画書（設計）又は施工計画書にその旨を明記するとともに、道

に対して、各担当企業又は当該第三者との間の当該委託又は請負契約についての業務委託契約

書又は請負契約書その他の取り交わした文書の写しすべて及び建設業務及び解体業務に係る施

工体制台帳を提出しなくてはならない。 
４  事業者は、第１項の各担当企業又は第２項で道の承諾を得た第三者を変更する場合には、委

託又は請負に係る契約締結前に、道に対して当該第三者との間で取り交わしを予定している契

約書案その他の文書の写しすべてを提出して道の承諾を得なくてはならない。 
５  第１項、第２項及び第４項で道の承諾を得た第三者が、さらにその一部を第三者に再委託し、

又は再度請け負わせる場合、事前に係る第三者の商号、住所その他道が求める事項を記載した

書面を道に提出して、道の承諾を得なければならない。それ以降の再々委託、再々請負等につ

いても同様とする。 
６  事業者が本事業の全部又は一部を第三者に対して委託し又は請け負わせる場合（再委託、再

請負等を含む。）には、当該第三者の業務はすべて事業者の責任において行い、当該第三者の責

めに帰すべき事由は、すべて事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負う。 
 

第２章 施設整備業務 

第１節  設計業務 

 
（設計・建設に係る各種調査） 
第１０条  道は、道が実施し、かつ入札説明書公表時にその結果を公表した測量結果及び地質

調査結果その他の公表事実に不備や誤りがあった場合で、事業者が社会通念上求められる注意

を尽くしても事業提案書を道に提出する時点において当該不備や誤りを認識することができず、

かつ当該不備や誤りにより事業提案書で想定していない追加費用又は損害の発生が合理的な回

避努力を尽くしても通常避けられないと認められる場合は、これに起因して事業者に生じる追

加費用及び損害を合理的な範囲で負担する。 
 
２  事業者は、設計・建設業務のために要する測量又は地質調査その他の調査（ただし、すでに

道が行ったものを除く。）を自らの責任と費用により行わなければならない。 
３  事業者は、前項の調査の不備や誤り及び調査を行わなかったことに起因して道又は事業者に

生じる追加費用及び損害を自ら負担する。 

４  本施設等の整備に係る各種調査に起因し、設計・建設期間の変更を要する場合には、第２２

条から第２４条までの定めに従う。 
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５  事業者は、第２項に基づいて調査を実施する場合には、道に事前に通知し、その結果につい

て道に報告しなければならない。ただし、道は、当該通知及び報告が行われたこと等によって、

調査の全部又は一部について何らの責任も負担しない。 

 
（道による先行解体工事） 
第１１条  道は、別紙２に示す本件日程表に従って、本施設１のうち車庫兼書庫、車庫及び安置

室を解体の上撤去し、整地工事を行った上で、本施設１に係る敷地を事業者に引き渡す。 
２  事業者は、必要と認めた場合、前項の先行解体工事の進捗状況に関して、適宜道に対して報

告を求めることができる。 
 
（設計責任者の設置及び業務計画書（設計）の提出） 
第１２条  事業者は、設計業務を開始するにあたり、設計業務の責任者を設置し、設計業務に

関する組織体制を整備した上、速やかに責任者及び組織体制を道に通知する。 
２  事業者は、設計業務着手に先立ち、本契約、入札説明書等及び事業提案書に基づき、詳細工

程表を含む業務計画書（設計）を作成し、道に提出して道の承諾を得なければならない。 
３  前項の業務計画書（設計）について、道は事業者に対し、必要に応じて説明を求めること、

また、本契約、入札説明書等又は事業提案書に矛盾する場合は書面により是正を求めることが

でき、事業者はこれに応じなければならない。 
 

（本施設等の設計） 
第１３条  事業者は、前条第２項の道の承諾が得られた後速やかに、本契約、入札説明書等及

び事業提案書に基づき、日本国の法令を遵守し道と協議の上、基本設計及び実施設計を開始す

る。 
２  事業者は、本施設等の設計に関する一切の責任を負担する。 
３  事業者は、道に対して、定期的に本施設等の設計の進捗状況につき報告しなければならない。

道は、必要と認めた場合、本施設等の設計の進捗状況に関して適宜事業者に対して報告を求め

ることができる。 
 

（設計の完了） 
第１４条  基本設計又は実施設計を完了した場合には、事業者は、速やかに別紙４又は別紙５

に記載する基本設計図書又は実施設計図書を道に対して提出しなければならない。道は、事業

者から基本設計図書又は実施設計図書の提出を受けた後、その内容に応じ別途道が定める日ま

でに設計の妥当性について検査を行い、その結果を事業者に通知する。事業者は、道からの通

知により基本設計図書又は実施設計図書の検査を受けるまでは、次の工程に進むことはできな

い。基本設計図書又は実施設計図書と本契約、入札説明書等又は事業提案書との間に客観的な

不一致があることが判明した場合には、道は、基本設計図書又は実施設計図書の提出を受けた

後、その内容に応じ別途道が定める日までに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を

事業者に対して通知し、相当の期間を定めて是正を要求することができる。 
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２  事業者が前項の規定による不一致に関する通知を受領した場合には、事業者は、速やかに当

該不一致の是正をし、前項の方法に従い道の検査を受けなければならない。道は速やかに検査

を行うものとし、それ以外の検査の方法については、前項に従う。なお、当該是正は、事業者

の責任及び費用をもって行わなければならない。 
３  事業者は、基本設計図書又は実施設計図書提出後、その内容に応じ別途道が定める日までに

道から何らの通知もない場合は、第１項の検査結果の通知がなされたものとみなし、次の工程

に進むことができる。 
４  道は、第１項に規定する基本設計図書又は実施設計図書を受領したこと、事業者に対して第

１項に規定する通知を行ったこと、又は第３項の規定に基づき検査結果の通知が行われたとみ

なされたこと、設計に関する打ち合わせを行ったこと等を理由として、本施設等の設計及び建

設について何らの責任も負担しない。 
 

（設計の変更） 
第１５条  道は、設計・建設期間中において必要があると認める場合は、事業者に対して、事業

提案書の範囲を逸脱しない限度で変更内容を通知して本施設等の設計図書の変更を求めること

ができる。 
２  事業者は、道から前項の変更を求められた場合、当該変更の当否及び事業者の本事業の実施

に与える影響を検討し、道に対して前項の通知受領後１４日以内にその結果を通知しなければ

ならない。道は、係る事業者の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、事業者

に通知する。 
３  前２項により事業者が道からの求めに応じて設計変更を行う場合において、当該変更により

事業者に追加費用（設計費用、工事費及び金融費用を含むがそれに限らない。以下同じ。）若し

くは損害が発生した場合又は設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合は、道は、

当該追加費用又は損害を合理的な範囲で負担し、事業者と協議の上、合理的な期間、設計・建

設期間及び引渡予定日を延期する。ただし、設計図書に本契約、入札説明書等及び事業提案書

との不一致（基本設計又は実施設計にあたり当該不一致があることについて事業者が道へ説明

し、道が当該不一致について第１４条第１項に定めるところに従って是正を要求しなかった場

合を除く。）があるために道が第１項の変更を求めた場合には、設計・建設期間及び引渡予定

日の延期は行われず、事業者が当該追加費用及び損害を負担する。また、法令の変更又は不可

抗力により設計の変更が必要となった場合には、当該追加費用及び損害の負担は第８章又は第

９章に従う。 
４  事業者は、前３項に基づかない本施設等の設計変更を行おうとするときは、事前に道の書面

による承諾を得なければならない。 
５  事業者が前項による道の事前の承諾を得て本施設等の設計変更を行う場合において、当該変

更により道又は事業者に追加費用が発生した場合又は損害が発生した場合は、事業者が当該追

加費用又は損害を負担する。 
６  前５項に基づき事業者が設計変更を行う場合において、当該設計変更により、本契約に基づ

く事業者の各業務に係る費用が減少するときは、道は当該減少に応じてサービス対価を減額す

る。 
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（設計図書及び完成図書等の著作権） 
第１６条  道は、設計図書及び完成図書その他本契約、入札説明書等又は事業提案書に基づき

本契約に関して作成される一切の書類（以下「設計図書等」という。）並びに本施設等につい

て、道の裁量により無償で自由に使用（複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条に

おいて同じ。）する権利を有するものとし、その使用の権利及び権限は本契約の終了後も存続

する。 
２  事業者は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。

ただし、あらかじめ道の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 
（１）設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 
（２）設計図書等又は本施設等の内容を公表すること（ただし、既に公表された事項については

この限りではない）。 
（３）設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。 
（４）本施設等に事業者又は著作権者の実名又は変名を表示すること。その他事業者又は著作権

者を特定できる表示をすること。 
３  事業者は、設計図書等が第三者の著作権その他の権利を侵害するものでないことを道に対し

て表明し保証する。事業者は、道による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及

び著作者人格権その他の権利を侵害しないよう必要な措置をとる。 
４  事業者は、設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権その他の権利を侵害した

場合において、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならな

いときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。 
 

第２節  建設業務 

 
（本施設等の建設等） 
第１７条  事業者は、本契約、入札説明書等、事業提案書、業務計画書（設計）、設計図書、施

工計画書及び本件日程表等に従い、建設業務を行う。 
２  事業者は、設計図書が道によって検査された後、建設工事に先立ち、施工計画書（建設工事

の全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。）を作成して道に提出し、そ

の確認を受けなければならない。施工計画書の確認方法等については、第１２条第３項の定め

に準じる。 
３  事業者は、工事工程表に記載された各工程の着工前に、施工承諾申請図書について、工事監

理者の承認を得た上で、速やかに道に対して提出し、その確認を受けなければならない。施工

承諾申請図書の確認方法等については、第１２条第３項の定めに準じる。 
４  仮設、施工方法その他本施設等を完成するために必要な一切の手段については、本契約、入

札説明書等及び事業提案書に反しない限りにおいて事業者が自己の責任において定め、建築に

あたって必要な関係諸官庁等との協議は事業者が責任をもって行う。 
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（工事記録の備置） 
第１８条  事業者は、建設工事の期間中、工事現場に常に工事の記録簿を備置しておかなけれ

ばならない。 
 

（工事監理者） 
第１９条  事業者は、建設工事に着手する前に、自らの責任と費用において、建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第５条の６第４項に規定する工事監理者を置き、直ちに道に対してそ

の事実、工事監理者の氏名及び連絡先を通知する。 

２  事業者及び工事監理者は、道に対して、毎月１回工事の進捗状況及び工事監理状況等につい

て報告しなければならない。道は、事業者及び工事監理者に対し、適宜工事の進捗状況及び工

事監理状況等について事前説明及び事後報告を求めることができる。 

３  事業者は、工事監理者の報告に基づき、道に対して本施設等の完成検査報告を行う。 

４  道は、建設工事の期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、建設工事に立

会うことができる。また、道は、事業者が行う工程会議に立会うことができ、事業者はこれに

協力しなければならない。 

５  前３項に規定する報告、説明、又は立会いの結果、本施設等の整備状況が本契約、入札説明

書等、事業提案書又は設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、道は、事業者に対

してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。この場合の追加費

用はすべて事業者が負担する。 

６  事業者は、建設工事の期間中において事業者が行う、工事監理者が定める本施設等の検査又

は試験について、検査又は試験を行う事実、日時及び内容につき、事前に道に対して通知し、

道の確認を得ることとする。道は、当該検査又は試験に立会うことができる。 
７  道の事業者に対する説明の要求又は道の建設工事への立会いを理由として、道は、設計・建

設業務について何らの責任も負担しない。 

 

（建設工事に伴う近隣対応・対策） 
第２０条  事業者は、建設工事に伴う近隣対応及び対策として自らの責任と費用において、次

の各業務を行う。 
（１）近隣住民に対する建設工事に係る施工計画の説明（以下「工事着工前近隣説明」といい、

当該説明は基本設計終了後、建設工事の開始までの間に行う。） 
（２）建設工事に伴い要する近隣住民との折衝 
（３）第１号の工事着工前近隣説明時に住民より提示のあった要望並びに騒音、悪臭、建設作業

に伴う電波障害、振動、粉塵発生及び交通渋滞その他本施設等の建設が近隣住民の生活環

境に与える影響の調査検討 
（４）前号の調査検討を踏まえた合理的に要求される範囲の近隣対応及び対策の実施 
２  道は、事業者が行う前項の各近隣対応及び対策業務の実施に必要な協力を行う。 
３  第１項の近隣対応及び対策の実施について、事業者は、道に対して、事前及び事後にその内

容及び結果を報告する。 
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４  本施設等を設置すること自体に対する住民反対運動や訴訟等に対する対応は道の責任と費

用で行い、事業者は道の対応のために必要な協力を行う。 
５  近隣住民に対し、建設工事に伴って損害が発生した場合、係る損害については、事業者が負

担する。ただし、通常避けることができない理由により生じた損害（事業者が善良なる管理者

の注意義務を尽くしても避けられなかった場合に限る。）又は道の責めに帰すべき事由により

発生した損害については、道が負担する。なお、当該損害について、事業者が保険、保証、補

償金等を受領した場合は、当該受領額は道が負担すべき額から控除し、事業者が第三者に当該

受領額に相当する損害額を支払う。 

６  事業者は、前５項記載の近隣住民との折衝又は対応の不調を理由として、事業提案書の内容

を変更することはできない。ただし、事業者が事業提案書の内容を変更しない限り、さらなる

調整によっても近隣住民の理解が得られないことを明らかにして道に協議を申し入れた場合、

道は事業者との協議に応じるものとし、協議の結果、道においてやむを得ないと認める場合に

は、事業者に対し事業提案書の内容の変更を承諾することができる。 
７  事業者は、第１項乃至第５項記載の近隣住民との折衝又は対応の不調を理由として、本件日

程表記載の日程を変更することはできない。ただし、道及び事業者が協議の上、道においてや

むを得ないと認める場合には、設計・建設期間及び引渡予定日を合理的な期間延期することが

できる。係る延期に伴う追加費用、損害の負担については、第２４条の定めに従う。 
 

（工事の中止） 
第２１条  道は、建設工事を中止させる必要があると合理的に認める場合（不可抗力によって工

事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため事業者が工事を施工できないと認

められる場合及び天候等による場合も含むが、これに限らない。）、その理由を事業者に通知

した上で、建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができ、事業者はこれに従わ

なければならない。 
２  道は、前項により建設工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要があ

ると認める場合は、当該中止が事業者の責に帰すべき事由による場合を除き、設計・建設期間

及び引渡予定日を合理的な期間延期することができる。 
３  第１項により建設工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において道又は事業者に生

じた追加費用又は被った損害の負担については、第２４条の定めに従う。 
 

（設計・建設期間の変更） 
第２２条  設計・建設期間の変更の必要性が生じた場合は、各当事者は相手方に対して設計・建

設期間の変更について協議を求めることができる。 
２  前項において、道と事業者の間において協議が整わない場合、道が前項の協議の結果を踏ま

えて合理的な設計・建設期間及び引渡予定日を定め、事業者はこれに従わなければならない。 
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（設計・建設期間の変更と維持管理業務期間の関係） 
第２３条  前３条によって設計・建設期間が延長された場合で、事業者が道に対して別紙２に示

す本件日程表記載の各日程の変更を求めた場合、道と事業者は当該変更の要否について協議を

行う。 
２  前項において、道と事業者の間において協議が整わない場合、道が前項の協議の結果を踏ま

えて合理的な日程を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。 
３  前２項によって維持管理業務期間が短縮され、予定された業務の一部が履行されないことと

なった場合、道は当該業務に対応するサービス対価の支払い義務を免れる。この場合、当該業

務が行われないこと又はサービス対価が支払われないことに伴って道又は事業者が被る損害の

負担については、次条の定めに従う。 
 

（設計・建設期間の延長等による費用等の負担） 
第２４条  道の責めに帰すべき事由により次の各号のいずれかに該当する場合、道は、当該事

由に起因して道又は事業者が負担した合理的な追加費用及び道又は事業者が被った損害を負担

する。 
（１）建設工事が一時中止となった場合 
（２）設計・建設期間が延長された場合 
（３）維持管理業務が短縮された場合 
２  事業者の責めに帰すべき事由により前項各号のいずれかに該当する場合、事業者は、当該事

由に起因して道又は事業者が負担した合理的な追加費用及び道又は事業者が被った損害を負担

する。 
３  不可抗力又は法令変更により第１項各号のいずれかに該当する場合、当該不可抗力又は法令

変更に起因して事業者が負担した追加費用又は事業者が被った損害の負担については、第８章

又は第９章に従う。 
４  前各項記載の事由が複合して第１項各号のいずれかに該当する場合には、道は事業者と協議

の上、当該事由ごとに追加費用又は損害に与えた影響度合いを算出し、これらを按分して追加

費用又は損害を負担する。 
 

（什器備品の調達設置） 
第２５条  事業者は、第１４条による道への本施設等の実施設計図書の提出と同時に、入札説

明書等及び事業提案書に基づき、調達設置予定の各什器備品の内容を記載した什器備品計画書

を道に提出して、各什器備品につき確認を得る。 
２  道は、前項の什器備品計画書を受領してから１４日以内に什器備品計画書の内容について検

討し、その結果を事業者に通知する。 
３  前項により道が通知を行った場合、当該内容にて各什器備品の内容は確定される。 
４  道は、前項により各什器備品の内容の確定がなされる前であれば、什器備品整備に係る入札

価格を逸脱しない限度で、書面により什器備品の内容の変更を事業者に求めることができる。

事業者は当該変更の求めがなされた場合、１４日以内に検討してその結果を道に通知しなけれ
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ばならない。道は事業者の検討結果を踏まえて、什器備品の変更の有無を事業者に通知し、事

業者はこれに従う。 
５  事業者は、自らの責任と費用負担において前４項の手続により確定した什器備品を調達し、

別紙２に示す本件日程表に従って、入札説明書等に記載の搬入場所に搬入設置し、次項に定め

る検査を受ける。ただし、道が具体的な搬入期限について別途指示し、又は具体的な搬入場所

について入札説明書等と異なる場所を指示した場合には、係る指示に従う。また、事業者は、

次項に定める道による搬入設置完了検査（次条に定義する。）までに什器備品管理台帳を作成

し、道に提出する。 
６  前項の搬入設置が完了した旨、事業者から通知を受けた場合、道は、什器備品計画書に規定

された性能及び仕様を充足していることを確認するため、それぞれ搬入設置完了検査（以下「搬

入設置完了検査」という。）を行う。 
７  前項の搬入設置完了検査の方法は、以下のとおりとする。 
（１）道は、事業者又は請負人等立会いのもとで、搬入設置完了検査を実施する。 
（２）事業者は、什器備品の取扱いに関する道への説明を実施する。 
（３）事業者は、道による搬入設置完了検査前に、什器備品計画書に規定された性能及び仕様を

充足していることを確認するために必要な什器備品の試運転等（以下「試運転等」という。）

を実施し、その報告書を道に提出する。道は、事業者の試運転等に立ち会うことができる

ものとし、事業者は、試運転等の７日前までに、試運転等を行う日時、対象となる什器備

品等の名称、試運転等の方法を道に通知する。 
８  道は、前項の各搬入設置完了検査の結果、什器備品計画書に定められた内容及び水準を客観

的に満たしていないと判断する場合、事業者に対して是正（補修、改造若しくは交換を含む。）

を求めることができる。上記是正に係る費用は、事業者が負担する。 
９  道は、本条に基づく搬入設置完了検査の実施によって、什器備品計画書の全部又は一部につ

いて何らの責任も負担するものではなく、事業者は本契約上の責任を何ら軽減されるものでは

ない。 
１０  道は、第６項の検査の結果、什器備品計画書の条件を充たすと認めた場合には、搬入設置

完了検査通知書を事業者に交付する。 
１１  事業者は、第３１条第１項に定める本施設等の所有権移転と併せて、前項の搬入設置完了

検査通知書の交付を受けた什器備品について、別紙８の様式による目的物引渡書を道に提出し、

これらの文書の交付及び提出をもって、什器備品計画書に示す什器備品は納入完了とし、その

所有権は、本契約で別段の定めのあるものを除き道に移転する。引渡し前の使用については、

第３１条第３項乃至第５項の規定を準用する。 
 
第３節  損害の発生等 

 
（設計・建設期間中に第三者に及ぼした損害） 
第２６条  事業者が設計・建設業務により第三者に損害を及ぼした場合又は及ぼすおそれがあ

る場合には、事業者が当該問題の解決にあたる。 
２  前項の場合に要した追加費用と第三者に生じた損害の負担については、以下の定めに従う。 
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（１）事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその追加費用又は損害を負担する。 
（２）道の責めに帰すべき事由による場合は、道がその追加費用又は損害を負担する。 
（３）不可抗力による場合で法令に基づき事業者が当該第三者に当該損害の賠償を行う必要があ

る場合には、第９章に従う。 
 

（不可抗力による本施設等に生じた損害等） 
第２７条  道が本施設等の引渡しを受ける前に、不可抗力により、本施設等、仮設物、工事現

場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失が生じた場合には、事業者は、

当該事実が発生した後直ちに当該損害又は損失の状況を道に通知しなければならない。 
２  道が什器備品の引渡しを受ける前に、不可抗力により搬入済みの什器備品に損害又は損失が

生じた場合には、事業者は、当該事実が発生した後直ちに当該損害又は損失の状況を道に通知

しなければならない。 
３  道は、前２項により事業者から通知を受けた場合には、直ちに調査を行い、前項の損害又は

損失の状況を確認し、その調査結果を事業者に対して通知する。 
４  第１項及び第２項に規定する損害又は損失（追加工事に要する費用を含む。）の負担につい

ては、第９章に従う。 
 

第４節  本施設等の完成及び引渡し 

 
（事業者による竣工検査等） 
第２８条  事業者は、別紙２に示す本件日程表に従って本施設等の建設を完了させなければな

らない。 
２  事業者は、新庁舎及び外構（本施設１については公用車車庫を含む。）の建設がそれぞれ完

了した場合、速やかに自らの責任と費用において建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第

７条に規定される完了検査等必要な検査（以下「自主検査」という。）を行う。 
３  道は、事業者の前項の自主検査に立ち会うことができるものとし、事業者は、前項の自主

検査の７日前までに、自主検査を行う日時、対象となる施設の名称、検査の方法を道に通知し

なければならない。 
４  道は、前項の自主検査への立会いの実施を理由として、何らの責任も負担しない。 
５  事業者は、道に対して自主検査の結果を第２項の自主検査による検査済証その他の検査結果

に関する書面の写しを添えて速やかに報告する。 
 

（道による本施設等の完成検査） 
第２９条  事業者は、前条の自主検査が完了した場合、速やかに道に通知する。 
２  道は、前項の通知を受領した場合、１４日以内に通知の対象となった本施設等について完成

確認の検査（以下「完成検査」という。）を実施する。 
３  道は、前項の完成検査において、事業者、請負人等及び工事監理者の立会いの下で、本施設

等が本契約、入札説明書等、事業提案書及び設計図書に適合していることを工事記録等により

確認する。 
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４  前３項のほか、完成検査の方法その他の詳細については、事業者と協議の上、道が定める。 
５  第２項の完成検査の結果、本施設等が本契約、入札説明書等、事業提案書又は設計図書の内

容を逸脱していることが判明した場合、道は、当該逸脱箇所及びその内容を示すとともに、相

当の期間を定めてこれを是正するよう事業者に対して通知する。 
６  事業者が前項の規定による通知を受領した場合には、事業者は、道が定めた期間内に速やか

に当該逸脱箇所の是正をし、道の検査を受けなければならない。ただし、事業者が道の通知内

容に意見を述べ、道がその意見を合理的と認めた場合はこの限りではない。 
７  前項の規定により事業者が是正を行った場合は、是正完了の通知を第１項の通知とみなして、

前６項の規定を適用する。道は、是正完了の通知を受領した後、１４日以内に完成検査を実施

する。 
８  道は、第３項の規定により確認を行ったこと、事業者に対して第５項の是正の通知を行った

こと、又は第６項の規定により事業者の意見を合理的と認めたことを理由として、本施設等の

建設の全部又は一部について何らの責任も負担しない。 
 

（道による完成検査通知書の交付） 
第３０条  道は、前条の完成検査を完了し、かつ、事業者が別紙７に定める完成図書を道に提

出した場合、事業者に対して７日以内に完成検査通知書を交付する。 
２  道による完成検査通知書の交付を理由として、道は本施設等の設計、建設について何らの責

任も負担しない。 
 

第５節  本施設等の道への引渡し・所有権移転 

 
（事業者による道への引渡し・所有権移転） 
第３１条  事業者は、前条第１項に定める完成検査通知書及び第２５条第１０項に定める搬入

設置完了検査通知書を受領した時点で、別紙８の様式による目的物引渡書を道に提出し、当該

引渡書提出時に当該完成検査通知書の対象となった本施設等につき担保権その他の制限物権等

の負担のない、完全な所有権を道に移転する。 
２  事業者は、事業者が本施設等の所有権を本契約に従い速やかに道に移転できるよう、請負人

等との間で、事業者が本施設等の所有権を原始的に取得する旨の契約を締結する。 
３  道は、本施設等の引渡し前においても、事業者の承諾を得て本施設等を使用することができ

る。 
４  道は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければな

らない。 
５  道は、第３項により本施設等を使用したことによって、事業者に追加の費用が生じた場合に

は、これを負担する。 
 

（契約不適合責任） 
第３２条  道は、本施設等（設計図書等及び完成図書その他建設工事等に関して、本契約に基づ

き事業者により作成される一切の書類並びに什器備品を含む。本条において同じ。）が種類、品
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質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、

事業者に対し、本施設等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 
２  前項の場合において、事業者は、道に不相当な負担を課するものでないときは、道が請求し

た方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 
３  第１項の場合において、道が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行

の追完がないときは、道は、その不適合の程度に応じて設計・建設業務のサービス対価の減額

を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることな

く、直ちに設計・建設業務のサービス対価の減額を請求することができる。 
（１）履行の追完が不能であるとき。 
（２）事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
（３）本施設等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しな

ければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をし

ないでその時期を経過したとき。 
（４）前３号に掲げる場合のほか、道がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。 
４  道は、引き渡された本施設等に関し、引渡しの日から２年以内でなければ、契約不適合を理

由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、設計・建設業務のサービス対価の減額の請求又

は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。 
５  前項の定めにかかわらず、什器備品の契約不適合については、引渡しの時、道が検査して直

ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査に

おいて一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しの日から１年が経

過する日まで請求等をすることができる。 
６  前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等

の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 
７  道が第４項又は第５項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第

１０項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を事業者

に通知した場合において、道が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請

求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 
８  道は、第４項又は第５項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関

し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 
９  前各項の規定は、契約不適合が事業者、設計企業、建設企業、工事監理企業又は下請負者等

の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責

任については、民法の定めるところによる。 
１０  民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 
１１  道は、本施設等の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第４項の定めにか

かわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をするこ

とはできない。ただし、事業者、設計企業、建設企業、工事監理企業又は下請負者等がその契

約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 
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１２  事業者は、請負人等を使用する場合、当該請負人等をして、道に対し本条による請求等を

なすことについて保証させるべく、別紙１３に定める保証書を請負人等から徴求して、道に差

し入れる。 
 
（本施設等の引渡し遅延） 
第３３条  事業者の責めに帰すべき事由により新庁舎の引渡し又は所有権移転が引渡予定日よ

り遅延した場合には、事業者は、道に対して、引渡予定日から現実の引渡日までの期間につき、

別紙６記載のサービス対価Ａ－１－１及びＡ－１－２の総額に対し、当該事象発生時点の国の

債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第３７条第１項に基づく利率

の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、道は、道に更なる損害が

あるときは、その超過分につきさらに賠償請求することができる。 
２  事業者の責めに帰すべき事由により旭川方面本部分庁舎の外構の引渡し又は所有権移転が

別紙２に示す本件日程表に記載の設計・建設期間の終期より遅延した場合には、事業者は、道

に対して、別紙２に示す本件日程表に記載の設計・建設期間の終期から現実の引渡日までの期

間につき、別紙６記載のサービス対価Ａ－２－１及びＡ－２－２の総額に対し、当該事象発生

時点の国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第３７条第１項に

基づく利率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、道は、道に更

なる損害があるときは、その超過分につきさらに賠償請求することができる。 
３  事業者の責めに帰すべき事由により旭川中央警察署庁舎の外構の引渡し又は所有権移転が

別紙２に示す本件日程表に記載の設計・建設期間の終期より遅延した場合には、事業者は、道

に対して、別紙２に示す本件日程表に記載の設計・建設期間の終期から現実の引渡日までの期

間につき、別紙６記載のサービス対価Ａ－４－１及びＡ－４－２の総額に対し、当該事象発生

時点の国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第３７条第１項に

基づく利率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、道は、道に更

なる損害があるときは、その超過分につきさらに賠償請求することができる。 
 
第６節  解体業務 

 
（解体対象施設の解体） 
第３４条  事業者は、別紙２に示す本件日程表に従って解体対象施設を解体の上撤去し、整地

工事を行う。 
２  解体対象施設の解体業務に係る施工計画書及び施工承諾申請図書の作成及び確認について

は、第１７条第２項及び第３項に準じる。 
３  事業者は、解体対象施設の解体業務に伴い生じた廃棄物及び廃材等については、自らの責任

と費用において、関係法令に定められたとおり適切に処理又は処分し、再生可能なものについ

ては積極的に再利用を図る。なお、発生する廃棄物の処分先については、予め道の承諾を受け

なければならない。 
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４  解体対象施設の解体業務の実施のために必要な一切の手段については、本契約、入札説明書

等及び事業提案書に反しない限りにおいて事業者が自己の責任において定め、解体にあたって

必要な関係諸官庁等との協議は事業者が責任をもって行う。 
 
（解体設計業務の実施） 

第３５条  解体設計業務の実施については、第１０条乃至第１６条（ただし、第１１条を除

く。）の規定を準用する。この場合、各条項において「設計・建設」及び「設計・建設業務」

とあるのは「解体業務」に、「設計・建設期間」とあるのは「解体期間」に、「設計業務」、「基

本設計及び実施設計」及び「基本設計又は実施設計」とあるのは「解体設計業務」に、「業務

計画書（設計）」とあるのは「解体設計に係る業務計画書」に、「本施設等の設計」及び「本施

設等の設計及び建設」とあるのは「解体対象施設の解体設計」に、「設計」とあるのは「解体設

計」に、「基本設計図書又は実施設計図書」、「設計図書」及び「本施設等の設計図書」とあるの

は「解体設計図書」に、「引渡予定日」とあるのは「解体敷地引渡予定日」に、第１６条にお

いて「本施設等」とあるのは「解体対象施設」に、それぞれ読み替えて適用する。 
 
（解体工事業務の実施） 

第３６条  解体工事業務の実施については、第１７条乃至第２４条（第１９条を除く。）の規定

を準用する。この場合、各条項において「本施設等の建設」とあるのは「解体対象施設の解体」

に、「業務計画書（設計）」とあるのは「解体設計に係る業務計画書」に、「設計図書」とあるの

は「解体設計図書」に、「建設業務」とあるのは「解体業務」に、「建設工事」とあるのは「解

体工事」に、「基本設計」とあるのは「解体設計業務」に、「本施設等を完成」及び「本施設等

を設置」とあるのは「解体対象施設を解体」に、「設計・建設期間」とあるのは「解体期間」に、

「引渡予定日」とあるのは「解体敷地引渡予定日」に、それぞれ読み替えて適用する。 
 
（解体対象施設の契約不適合） 
第３７条  解体対象施設に人の生命又は身体に対し有害又は危険な物質が存在することや解体

対象施設の構造が開示資料に記載の構造と相違していることが判明し、当該事由により解体業

務に支障を来す状態にあることが判明した場合、事業者は直ちに道に報告するとともに、その

除去処分方法について予め道に提案し確認を得る。当該事由が開示資料の内容からは予測する

ことができず、かつ、程度において開示資料の内容と著しく乖離している場合で、予め道の確

認を得た方法に従った措置がなされた限り、道は、当該措置に起因して事業者に発生した追加

費用のうち、合理的な範囲の費用を負担する。この場合、事業者は、当該追加費用の内訳及び

これを証する書類を添えて道に請求する。 
 
（解体業務の損害の発生等） 
第３８条  解体業務の損害の発生等については、第２６条及び第２７条（ただし、第２７条第２

項を除く。）の規定を準用する。この場合、各条項において「設計・建設期間」とあるのは「解

体期間」に、「設計・建設業務」とあるのは「解体業務」に、「本施設等の引渡し」とあるのは

「解体敷地の引渡し」に、それぞれ読み替えて適用する。 



 
 

16 
 

 
（解体業務の完了） 
第３９条  解体業務の完了については、第２９条乃至第３１条（ただし、第３１条第２項を除く。）

の規定を準用する。この場合、各条項において「本施設等」とあるのは「解体敷地」に、「前条

の自主検査」とあるのは「第３４条第１項に定める解体業務」に、「本施設等の建設」及び「本

施設等の設計、建設」とあるのは「解体業務」に、「別紙７に定める完成図書」とあるのは「解

体工事に係る工事記録簿」に、それぞれ読み替えて適用する。 
２  前項の規定にかかわらず、解体敷地の引渡しにつき第３１条第１項及び第２項は以下のとお

り読み替えて準用する。 
「事業者は、前条第１項に定める完成検査通知書を受領した時点で、解体敷地を道に引き渡

す。」 
３  解体敷地引渡し後、解体敷地に契約不適合がある場合については、第３２条の定めに準じる。

この場合、同条第４項の期間は、解体敷地を道に引き渡した日から起算する。 
４  事業者の責めに帰すべき事由により解体敷地の引渡しが解体敷地引渡予定日より遅延した

場合には、事業者は、道に対して、解体敷地引渡予定日から現実の解体敷地の引渡日までの期

間につき、別紙６記載のサービス対価Ａ－３－１及びＡ－３－２の総額に相当する金額に対し、

当該事象発生時点の国の債権の管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第３

７条第１項に基づく利率の割合で計算した額を遅延損害金として支払う。この場合において、

道は、道に更なる損害があるときは、その超過分につきさらに賠償請求することができる。 
 

第３章 総括管理業務 

 
（業務責任者） 
第４０条  事業者は、本施設等及びその他施設の総括管理業務を開始する１４日前までに、総

括管理業務の責任者（以下「総括責任者」という。）を定め、道に報告する。総括責任者を変更

する場合も、同様に道に報告する。 
 

（緊急時の対応） 
第４１条  事業者は、事故その他非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、

直ちに必要な措置を講じるとともに、道に報告する。また、道から業務遂行上必要な報告・書

類の提出の要請があった場合には、速やかに対応する。 
２  前項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。 

 
（準備業務） 
第４２条  事業者は、本施設等の維持管理業務を開始する１４日前までに、施設、設備の準備及

び物品等の調達、搬入、設置、保守点検等の準備を行い、本施設等を本契約、入札説明書等、

事業提案書及び事業計画書に規定する内容で維持管理の実施が可能な体制を整えなければなら

ない。 
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２  事業者は、その他施設の維持管理業務を開始する１４日前までに、施設の不具合等が生じて

いないか、道と相互に施設の状態を確認し、維持管理業務について必要な引継ぎを行い、その

他施設を本契約、入札説明書等、事業提案書及び事業計画書に規定する内容で維持管理の実施

が可能な体制を整えなければならない。 
３  事業者は、前２項の体制が整った段階で道に通知する。 
４  道は、前項の通知を受領した後、１４日以内に維持管理業務の実施体制の確認を行う。 
５  道は前項に基づく確認の結果、維持管理業務の実施体制が入札説明書等、事業提案書、本契

約及び事業計画書の内容を満たすのに不十分であると判断した場合には、その旨を事業者に通

知することとし、事業者は、この通知を受けた場合、直ちに維持管理業務の実施体制を是正し、

その旨道に通知して、再度道の確認を受けなければならない。 
６  前項の是正により追加費用が生じた場合には、事業者がこれを負担する。 

 
（日常管理業務） 
第４３条  事業者は、本施設等及びその他施設の設置目的、特性等を踏まえ、来庁者及び職員の

利便性に配慮し、効果的・効率的な管理を行う。 
２  事業者は、前項で定める事項以外にも、必要に応じて道との連絡調整を行い本施設等及びそ

の他施設が円滑に維持管理できるよう配慮する。 
３  事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理にあたり、各業務に配置する人員（以下「各

業務従事者」という。）について、あらかじめ、一覧表及び各人員配置を示す組織表（必要に応

じ有資格証明書の写しを添付する。）を事業計画書とともに提出しなければならない。また、配

置人員の変更がある場合は、都度、道に報告し、再提出しなければならない。 
４  事業者は、各業務従事者が、その服務に当たって、品位を保ち、規律を守り、各自の担当業

務に精通するよう、各業務従事者を管理教育する。 
 

（その他の管理業務） 
第４４条  事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理にあたり、法定点検等その他関係官公

庁が実施する立入検査等を行う場合、立会い及び必要な手続等について対応する。 
 
２  事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理にあたり、適宜、道の検査及び道の指示を受

ける等、道との連絡調整を密にし、各業務の処理状況について報告を行う。これらの報告等は、

書面にて提出する。 
３  事業者は、業務期間満了にあたり、次の維持管理企業が円滑かつ支障なく本施設等の業務を

遂行できるよう、業務の引継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供する。 
 
（セルフモニタリング（自己監査）の実施） 
第４５条  事業者は、セルフモニタリングとして、自らの提案に基づく事業内容について、下請

企業を含み、その履行状況を確認する。 
２  履行状況の確認は、物理的に測定可能なものと測定困難なものの両方を含み、当該内容の確

認を定期的又は随時に実施する。 
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３  事業者は、事業期間満了にあたり、次の維持管理企業が円滑かつ支障なく本施設等の業務を

遂行できるよう、業務の引継ぎを行うとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供する。 
 
（施設の使用） 
第４６条  本契約で別途定める場合を除き、道は、事業者が総括管理業務を実施するにあたり、

必要と道が認める施設を事業者に対して無償で使用させる。 
２  事業者は、道から提供を受けた前項の施設について、善良なる管理者の注意をもってこれら

を使用しなければならない。また、事業者は本契約終了後速やかに自己の責任と費用において

当該施設の原状回復を行い道に返還する。 
 
（総括管理） 
第４７条  道は、総括管理業務について要求水準を変更する場合、事前に事業者に対して通知

の上、その対応（サービス対価の変更を含む。）について事業者と協議しなければならない。 
２  道は、前項に定める要求水準の変更により、事業者の総括管理業務に要する追加費用が発生

する場合には、当該追加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には、当該減少

費用相当額をサービス対価から減額する。 
３  本施設等及びその他施設の設備及び建築物の修繕・更新等により、本施設等及びその他施設

の総括管理業務に要する費用が、事業提案書の金額より著しく乖離する場合、道は、要求水準

及びサービス対価の変更について、事業者と協議を行う。 
４  総括管理業務に係る光熱水費は道が負担する。消耗品費については、入札説明書等に示すと

おり道及び事業者がそれぞれ負担する。ただし、事業者の責に帰すべき事由により発生した光

熱水費及び消耗品費については、事業者が負担する。 
５  総括管理業務に要する費用及び総括管理業務により道、事業者又は第三者に生じた損害はす

べて事業者が負担する。ただし、次の場合にはこの限りではない。 
（１）道の責めに帰すべき事由により、総括管理業務に関して道又は事業者が負担した追加費用

並びに発生した損害については、道が当該追加費用又は当該損害を負担する。 
（２）法令の変更又は不可抗力により、総括管理業務に関して事業者が負担した追加費用又は事

業者に損害（本施設等及びその他施設の損傷も含む。）が発生した場合、当該追加費用又は

損害の負担については第８章又は第９章に従う。 
６  事業者は、前項に定める損害に係る事業者の負担に備えるために、総括管理期間中、自らの

責任及び費用負担において、自ら又は請負人等をして別紙１１記載の保険に加入する。 
７  総括管理期間が満了するにあたって、事業者は道に対し、以後道が総括管理業務を行うため

に必要な説明を行う等、引継ぎをする。 
 

（第三者に損害を及ぼした場合の措置） 
第４８条  事業者が総括管理業務により第三者に損害を及ぼした場合又は及ぼすおそれがある

場合には、事業者が当該問題の解決にあたる。 
２  前項の場合に要した追加費用と第三者に生じた損害の負担については、以下の定めに従う。 
（１）事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその追加費用又は損害を負担する。 
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（２）道の責めに帰すべき事由による場合は、道がその追加費用又は損害を負担する。 
（３）不可抗力による場合で法令に基づき事業者が当該第三者に当該損害の賠償を行う必要があ

る場合には、第９章に従う。 
 

第４章 維持管理業務 

（業務責任者） 
第４９条  事業者は、本施設等及びその他施設の維持管理業務を開始する１４日前までに、本

施設等及びその他施設のそれぞれに維持管理業務の責任者（以下「業務責任者」という。）を定

め、道に報告する。業務責任者を変更する場合も、同様に道に報告する。 
 

（事業計画書等） 
第５０条  事業者は、毎年度の維持管理業務の実施に先立ち、当該事業年度の前年度の２月末

日まで（本施設等の初年度については、令和１２年４月末日まで）に、本契約、入札説明書等

及び事業提案書の内容に従った各事業年度の業務計画書及び長期修繕計画等を事業計画書（以

下「事業計画書」という。）として、道が別途定める様式により道に提出し、道の承諾を得なけ

ればならない。 
２  事業者は、毎年度の維持管理業務の実施に先立ち、当該事業年度の前年度の２月末日まで（本

施設等の初年度については、令和１２年４月末日まで）に、本契約、入札説明書等及び事業提

案書の内容に従った各事業年度の収支予算書を、道が別途定める様式により道に提出し、道の

承諾を得なければならない。 
３  道は、前各項の承諾を行ったことを理由として、維持管理業務について何らの責任も負担し

ない。 
４  事業計画書及び収支予算書は、合理的な理由に基づき道又は事業者がその変更を請求した場

合には、道と事業者が合意したときに限りその内容を変更することができる。 
５  前項にかかわらず、道は、事業者から提示された事業計画書又は収支予算書の内容が入札説

明書等、事業提案書又は本契約に抵触すると認められる場合には、事業者に是正を求めること

ができ、この求めを受けた場合、事業者は速やかに当該箇所を是正した事業計画書又は収支予

算書を道に提出しなければならない。 
 

（業務報告書） 
第５１条  事業者は、道が別途定める様式に従い、維持管理業務に関する事業報告書及び月例

業務報告書を業務報告書として作成する。なお、業務報告書の内容は、協議の上決定する。 
２  事業者は、事業報告書については当該年度の終了後３０日以内に、月例業務報告書について

は業務を行った翌月１０日までに道に提出する。 
３  道は、事業報告書及び月例業務報告書について、いつでも事業者に説明、提出又は提示する

ことを求めることができる。 
４  前３項の報告及び説明を受けたことを理由として、道は維持管理業務に関して何らの責任も

負担しない。 
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（道との調整） 
第５２条  事業者は、維持管理業務を遂行するにあたり、自らの費用及び責任において、道と

の間で、本施設等及びその他施設の円滑な維持管理実施のために相互に協力関係を維持し、事

業計画書の策定や当該業務遂行にあたっては、道と必要な協議を行う。 
２  事業者が前項に基づく協議を行うにあたって、道は必要な協力を行う。ただし、道が係る協

力を行ったことをもって、道は本契約上の何らの責任も負担しない。 
 

（維持管理業務開始の遅延） 
第５３条  事業者は、維持管理業務の開始の遅延が見込まれる場合には、遅延が見込まれるこ

とが判明し次第、直ちにその旨を道に報告するとともに、その後５日以内に、当該遅延の原因

及びその対応計画（速やかな維持管理の開始に向けての対策及び新たな日程の見通しを含む。）

を道に提出しなければならない。ただし、本施設等の整備につき第２１条による変更を行う必

要から遅延が見込まれる場合はこの限りでない。 
 

（緊急時の対応） 
第５４条  事業者は、事故その他非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、

直ちに必要な措置を講じるとともに、道に報告する。また、道から業務遂行上必要な報告・書

類の提出の要請があった場合には、速やかに対応する。 
２  前項の業務の実施によるサービス対価の増額は行わない。 

 
（施設の使用） 
第５５条  本契約で別途定める場合を除き、道は、事業者が維持管理業務を実施するにあたり、

必要と道が認める施設を事業者に対して無償で使用させる。 
２  事業者は、道から提供を受けた前項の施設について、善良なる管理者の注意をもってこれら

を使用しなければならない。また、事業者は本契約終了後速やかに自己の責任と費用において

当該施設の原状回復を行い道に返還する。 
 
（維持管理） 
第５６条  事業者は、入札説明書等、事業提案書、本契約及び事業計画書に従って、本施設等

及びその他施設の建物保守・点検業務、建物設備保守・点検業務、清掃業務及び修繕・更新業

務（大規模修繕を除く。）を実施する。 
２  事業者は、維持管理業務期間中、自己の責任と費用において、事業計画書に従って維持管理

業務を実施する。 
３  道は、維持管理業務について要求水準を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、そ

の対応（サービス対価の変更を含む。）について事業者と協議しなければならない。 
４  道は、前項に定める要求水準の変更により、事業者の維持管理業務に要する追加費用が発生

する場合には、当該追加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には、当該減少

費用相当額をサービス対価から減額する。 
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５  本施設等及びその他施設の設備及び建築物の修繕・更新等により、本施設等及びその他施設

の維持管理業務に要する費用が、事業提案書の金額より著しく乖離する場合、道は、要求水準

及びサービス対価の変更について、事業者と協議を行う。 
６  維持管理業務に係る光熱水費は道が負担する。消耗品費については、入札説明書等に示すと

おり道及び事業者がそれぞれ負担する。ただし、事業者の責に帰すべき事由により発生した光

熱水費及び消耗品費については、事業者が負担する。 
７  維持管理業務に要する費用及び維持管理業務により道、事業者又は第三者に生じた損害はす

べて事業者が負担する。ただし、次の場合にはこの限りではない。 
（１）道の責めに帰すべき事由により、維持管理業務に関して道又は事業者が負担した追加費用

並びに発生した損害については、道が当該追加費用又は当該損害を負担する。 
（２）法令の変更又は不可抗力により、維持管理業務に関して事業者が負担した追加費用又は事

業者に損害（本施設等及びその他施設の損傷も含む。）が発生した場合、当該追加費用又は

損害の負担については第８章又は第９章に従う。 
８  事業者は、前項に定める損害に係る事業者の負担に備えるために、維持管理業務期間中、自

らの責任及び費用負担において、自ら又は請負人等をして別紙１１記載の保険に加入する。 
 

（その他施設の契約不適合） 
第５７条  入札説明書公表時に道が公表したその他施設の設備の状況及び使用方法その他の公

表事実に不備や誤りがあった場合で、事業者が社会通念上求められる注意を尽くしても事業提

案書を道に提出する時点において当該不備や誤りを認識することができず、かつ当該不備や誤

りにより維持管理業務に事業提案書で想定していない追加費用が発生する場合、道は、当該追

加費用を合理的な範囲で負担する。 
 

（維持管理に伴う近隣対応・対策） 
第５８条  事業者は、自己の責任と費用において、維持管理業務に関して合理的に要求される

範囲の近隣対応・対策を実施する。 
２  事業者は、前項の近隣対応及び、対策の実施について、道に対して、事前及び事後にその内

容及び結果を報告する。 
３  道は、第１項の近隣対応・対策の実施のために必要な協力を行う。 
４  本事業において、事業者が維持管理業務を行うこと自体に対する反対等への対応は道が行う 

 
（第三者に損害を及ぼした場合の措置） 
第５９条  事業者が維持管理業務により第三者に損害を及ぼした場合又は及ぼすおそれがある

場合には、事業者が当該問題の解決にあたる。 
２  前項の場合に要した追加費用と第三者に生じた損害の負担については、以下の定めに従う。 
（１）事業者の責めに帰すべき事由による場合は、事業者がその追加費用又は損害を負担する。 
（２）道の責めに帰すべき事由による場合は、道がその追加費用又は損害を負担する。 
（３）不可抗力による場合で法令に基づき事業者が当該第三者に当該損害の賠償を行う必要があ

る場合には、第９章に従う。 
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第５章 履行保証 

（本事業に関する履行保証） 
第６０条  事業者は、設計・建設期間（令和８年３月から令和１４年１月３１日までの期間。以

下本条において同じ。）中、道に対して、別紙６記載のサービス対価Ａの総額と、当該額に係る

消費税及び地方消費税相当額の合計額の１００分の１０以上の契約保証金を納付し、又はこれ

に代える担保を提供しなければならない。 
２  道は、前項の契約保証金について、道への本施設等の引渡しがなされた時点で返還を行う。 
３  道は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第１項に規定する契約保証金の全部

又は一部の納付を免除する。 
（１）事業者が、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保

証保険証券を提出したとき。 
（２）事業者が、保険会社、銀行、農林中央金庫その他知事が指定する金融機関との間に工事履

行保証委託契約を締結し、道を債権者とする公共工事履行保証証券を提出したとき。 
４  前項第１号の履行保証保険契約は、定額（定率）てん補の特約のあるものとし、かつ、保険

期間が設計・建設期間以上のものでなければならない。 
５  第３項第２号の公共工事履行保証証券は、本施設等の完成までに生じる債務不履行が保証さ

れることを証するものでなければならない。 
６  事業者は、契約保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権

を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出する。 
７  事業者は、契約保証金に代える担保として銀行、知事の指定する金融機関又は保証事業会社

の保証を提供するときは、本施設等の完成までに生じる債務不履行が保証されることを証する

書面を提出する。 
８  本契約の一部変更により、契約金額に増減があったときは、その増減の割合に応じて、事業

者は契約保証金の還付を請求することができ、道は追加納付を請求することができる。 
 

第６章 事業者の収入 

第１節  サービス対価の支払手続 

 
（支払対象となるサービス） 
第６１条  サービス対価の支払対象となるサービスは、別紙３に示した事業概要を総合したも

のとする。 
２  サービス対価の支払額は、別紙６に示すとおりとする。 
３  道は、本契約で別途明示する場合を除くほか事業者に対してはサービス対価以外の金員を支

払うことはなく、事業者は、本契約で事業者が負担するものとされた費用のほか、本事業に要

する一切の費用を自ら負担する。 
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（サービス対価の支払） 
第６２条  道は、事業者による施設整備業務、総括管理業務及び維持管理業務が、道によるモニ

タリングの結果、本契約、入札説明書等、事業提案書、施工計画書及び事業計画書に従ってい

ると確認した場合には、サービス対価として別紙６に従って算定される金額を、同別紙に従っ

て支払う。 
２  設計・建設期間が第２２条の定めにより延長された場合、別紙６のサービス対価の支払期限

は、当該延長期間分延期される。 
３  別紙６に定めるサービス対価の各支払予定日までに、当該サービス対価に対応して当該予定

日までに履行すべき各業務が行われていない場合、道は、当該業務の履行までは第１項の支払

をすることを要しない。 
４  サービス対価の額は、別紙６に定める算定方法に従って、決定、改定される。 

 
（既払サービス対価の返還） 
第６３条  事業者が提出した業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合には、事業者

は、道に対して、当該虚偽記載がなければ道が別紙９に従って減額し得たサービス対価を返還

しなければならない。この場合において、事業者は、さらに、道がサービス対価を支払った日

から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス対価相当額について国の債権の

管理等に関する法律施行令（昭和３１年政令第３３７号）第３７条第１項に基づく利率の割合

で計算した利息を道に支払わなければならない。なお、これにより別途道による損害賠償の請

求が妨げられるものではない。 
 
第２節  モニタリング 

 
（モニタリングの実施） 
第６４条  事業者及び道は、事業者による本契約、入札説明書等、事業提案書及び事業計画書

その他本契約に基づいて作成され道の承諾を得た各文書（以下本条においてこれらすべてを総

称して「要求水準等」という。）の内容に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙９に基

づき、本契約上の各業務についてモニタリングを行う。 
２  モニタリングに係る費用のうち、別紙９において事業者の義務とされているものを除く部分

は、道の負担とする。 
３  事業者は、何らかの事由で本事業に関し、要求水準等の内容を充足していない状況又は逸脱

している状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応

方針等を直ちに道に対して報告し、説明しなければならない。 
４  事業者の業務の状況が要求水準等の内容を客観的に逸脱しているとの合理的な疑いが存す

ると道が認める場合、道は事業者に対して、当該疑いのある点についての必要かつ合理的な説

明及び報告を求めることができる。 
５  前項の説明及び報告を受けても前項の疑いが解消しない場合、道は事業者に対して、事業者

の費用で当該疑いのある点についての検査を行うよう求めることができる。 
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６  前５項のモニタリングの結果、事業者による本事業の遂行が要求水準等の内容を充足せず、

又は逸脱していると道が判断した場合には、道は、別紙９に従って、当該業務について改善勧

告を行うものとし、事業者はこの勧告に従わなければならない。 
７  前項の場合、別紙９に従って、サービス対価の支払を延期し、又は減額する。 

 
 

第７章 契約期間及び契約の終了 

（契約期間） 
第６５条  本契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１

１年法律第１１７号）第１２条（地方公共団体の議決）に基づく道議会の議決のあった日から

効力を生じ、本契約の定めに従い解除又は延長されない限り、令和２６年３月３１日をもって

終了する。 
 
（本事業の終了手続き） 
第６６条  事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、道に対し、

設計図書その他施設整備業務に係る書類（ただし、契約終了時点で既に道に提出しているもの

を除く。また、本契約が本施設等の完成前に終了した場合、事業者が終了時点で既に作成を完

了しているものに限る。）、総括管理業務及び維持管理業務のために必要なマニュアル、申し

送り事項、その他必要な資料を事業者の費用負担により提供する。また、事業者は引継ぎに必

要な説明その他の協力を行う。 
２  道は、前項に基づき提供を受けた資料を、本事業の引継ぎに必要な範囲で無償にて自由に使

用（複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。以下本条において同じ。）する権利を有し、事業

者は、道による資料の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権その他の権利を

侵害しないよう必要な措置をとる。 
３  事業者は、第１項に基づき道に提供する資料が、第三者の有する著作権又は著作者人格権そ

の他の権利を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければ

ならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。 
 

（施設の状態の検査） 
第６７条  本施設等の完成後に本契約が終了するとき、事業者は、その終了事由の如何にかか

わらず、本契約終了日前に本施設等の状態について道の検査を受け、承諾を受けなければなら

ない。また、その他施設の維持管理業務開始後に本契約が終了するとき、同様にその他施設の

状態について道の検査を受け、承諾を受けなければならない。 
２  道は、検査の結果、事業者の責めに帰すべき事由による損傷又は汚損等が見られたときは、

当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めて修補を行うよう事業者に対して通

知することができる。 
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３  事業者は、前項の通知を受けた場合、自己の負担において道の定めた期間内に速やかに当該

箇所を修補し再度道の検査を受けなければならない。ただし、道が承諾する場合には、修補に

代えて修補に要する費用を道に支払えば足りる。 
４  前項の規定にかかわらず、当該損傷又は汚損等が道の指示に従ったことによる等、道の責め

に帰すべき事由による場合（事業者がその指示が不適当であることを知りながら道に異議を述

べなかった場合を除く。）は、修補に係る事業者の合理的な追加費用は道が負担する。 
５  道は、第３項の修補完了後に支払うべきサービス対価Ｂ及びこれに係る消費税及び地方消費

税相当額の支払を、第３項の事業者による修補完了を検査により確認し、又は修補費用の支払

を確認した後に行えば足りる。 
 

（物件の処置） 
第６８条  事業者は、本契約が終了したとき、その終了事由の如何にかかわらず、事業対象地、

解体敷地及び本施設等における事業者が所有又は管理する建設・業務機械器具その他の物件

（請負人等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。）を撤去しなけ

ればならない。なお、設計・建設期間中に建設工事のために事業者が使用する建設・業務機械

器具その他の物件は、設計・建設期間が終了したとき、撤去しなければならない。 
２  前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に撤去しないときは、道は、

事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。

この場合において、事業者は、道の処置について異議を申し出ることができず、また、道の処

置に要した費用を負担する。 
３  前２項にかかわらず、道はその選択により、道と事業者が別途合意した金額で当該物件を事

業者から買い取ることができる。 
 

（事業者の債務不履行の場合の損害賠償） 
第６９条  事業者が本契約の規定に違反する等、事業者の責めに帰すべき事由により道が損害

を受けた場合には、道は、事業者に対して当該損害の賠償を請求することができる。 
 

（事業者の債務不履行等による契約の解除） 
第７０条  本施設等の完成前において、次の各号のいずれかに該当する場合には、道は、事業

者に対して別段の通知をすることなく直ちに本契約を解除することができる。 
（１）事業者が設計、建設工事又は解体工事に着手すべき期日を過ぎても設計、建設工事又は解

体工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても当該遅延について事業者から道に満足

すべき合理的な説明がない場合 
（２）事業者が提供するサービス又は本施設等が要求水準又は事業提案書に規定する条件に合致

せず、かつ、道の改善勧告通知及び再改善勧告通知後、定められた期間を経ても改善がな

されない場合 
（３）事業者の責めに帰すべき事由により、引渡予定日から３０日が経過しても本施設等の供用

ができない場合又はその見込みがないことが明らかである場合 
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（４）前３号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を

達することができないと認められる場合 
２  総括管理業務及び維持管理業務の開始以降において、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、道は、事業者に対して別段の通知をすることなく直ちに本契約を解除することができる。 
（１）事業者の責めに帰すべき事由によって、事業者の提供するサービス又は本施設等が要求水

準又は事業提案書に規定する条件に合致せず、かつ、道の改善勧告通知及び再改善勧告通

知後、定められた期間を経ても改善がなされない場合 
（２）前号に規定する場合のほか、事業者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達

することができないと認められる場合 
３  本施設等の完成の前後を問わず、次に掲げる場合には、道は、事業者に対して何らの催告を

要せず、直ちに本契約の全部を解除することができる。 
（１）事業者が、本事業を放棄し、３０日間以上にわたりその状態が継続した場合 
（２）事業者が、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始の申立てを行った場合

又は第三者（事業者の取締役を含む。）によってその申立てがなされた場合 
（３）構成企業又は協力企業の一部が、自ら破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続開始

の申立てを行った場合又は第三者（構成企業又は協力企業の取締役を含む。）によってその

申立てがなされた場合において、これにより事業者が以後、本契約に基づく義務を履行す

ることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。 
（４）事業者が事業報告書又は月例業務報告書に著しい虚偽記載を行った場合 
（５）その他事業者が道の信用を失墜せしめるなど、社会的に適当でない行為を行った場合 
（６）構成企業又は協力企業が、基本協定書第６条第４項第（１）号乃至第（６）号のいずれか

に該当する場合。 
（７）事業者、構成企業又は協力企業が、基本協定書第６条第４項第（７）号乃至第（１３）号

のいずれかに該当する場合。 
 

（本施設等所有権移転前の解除の効力等） 
第７１条  本施設等の道への所有権移転前に、次の各号のいずれかに該当する場合、施設整備

業務に関して本契約に基づいて道が事業者に支払うべき一切のサービス対価支払債務その他の

債務及び事業者の道に対する債務は遡及的に消滅するとともに（ただし、新庁舎の引渡し完了

後は、新庁舎に係る施設整備業務についての道のサービス対価支払債務は消滅しない。）、事業

者は道に対して、別紙６記載のサービス対価Ａの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費税

相当額の合計額の１００分の１０に相当する金額を違約金として道の指定する期間内に支払わ

なければならない。 
（１）前条により本契約が解除された場合 
（２）事業者が本契約に基づく施設整備業務の履行を拒否し、又は、事業者の責に帰すべき事由

によって事業者の施設整備業務が履行不能となった場合 
２  本施設等の道への所有権移転前に、次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第

２号に該当する場合とみなす。 
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（１）事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７

５号）の規定により選任された破産管財人 
（２）事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）の規定により選任された管財人 
（３）事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）第２条第２号に規定する再生債務者等 
３  第１項にかかわらず、前条第３項第６号の場合、道が本契約を解除するか否かを問わず、事

業者は道に対して、別紙６記載のサービス対価Ａの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費

税相当額の合計額の１００分の２０に相当する金額を違約金として道の指定する期間内に支払

わなければならない。ただし、同号に掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象

となる行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取引方法（昭

和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売であるときその他道が特に

認めるときは、この限りでない。 
４  第１項（前条第３項第６号の規定により、本契約が解除された場合を除く。）に関し、第６

０条の規定に基づき、履行保証金若しくはそれに代わるものが提供されている場合又は道を被

保険者とする履行保証保険が契約されているとき若しくは工事履行保証契約について道が質権

者であるときで道が当該履行保証保険契約若しくは当該工事履行保証契約に係る質権に基づい

て保険金を受領した場合、事業者は、これらをもって第１項の違約金支払請求権又は第６項の

損害賠償請求権等、道が事業者に対して有する債権の支払に充当することができる。 
５  道は、（新庁舎が引き渡されている場合には、新庁舎に加え）本施設等及び解体業務の出来

形部分及び事業者が調達済みの什器備品が存在する場合、これを検査の上、当該検査に合格し

た部分の所有権を、別紙６記載のサービス対価Ａ（ただし、サービス対価Ａ－３－１、Ａ－３

－２及び割賦支払利息部分を除く。）のうち、（新庁舎が引き渡されている場合には、新庁舎に

係る施設整備業務についてのサービス対価相当額に加え）当該出来形部分の割合又は当該什器

備品に応じた額をもって取得し、買い受けることができ、（新庁舎が引き渡されている場合には、

新庁舎に係る施設整備業務についてのサービス対価相当額に加え）当該出来形部分又は当該什

器備品の買受代金支払債務と第１項の違約金支払請求権又は第６項の損害賠償請求権等、道が

事業者に対して有する請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。この場合

道は、必要があると認められるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度

破壊して検査することができる。なお、道は相殺後の残額を、道の選択により、①割賦支払利

息を付した上、解除前の支払スケジュールに従って、又は②一括払いにより支払う。 
６  第１項又は第３項の場合において道が被った損害額が第１項又は第３項の違約金の額を超

過する場合は、道は、係る超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。 
７  第１項の場合において、道が建設業務の進捗状況を考慮して事業対象地を更地とすることが

妥当であると判断して事業者にその旨通知した場合、事業者は、自らの費用と責任により、事

業対象地を更地にした上で道に引き渡さなければならない。なお、新庁舎が引き渡されている

場合には、新庁舎については本項は適用されない。 
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８  前項の場合、事業者が正当な理由なく道の定める相当な期間内に更地とするための工事を行

わないときは、道は事業者に代わり更地にするための工事を行い、これに要した費用を事業者

に求償することができる。この場合、事業者は、道の処分について異議を申し出ることができ

ない。 
９  第５項の場合において、道が既に設置済みの什器備品を買い受けないと判断して事業者にそ

の旨通知した場合、事業者は、自らの費用と責任により、設置済み什器備品を速やかに撤去し

なければならない。 
１０  前項の場合、事業者が正当な理由なく道の定める相当な期間内に当該什器備品の撤去を行

わないときは、道は事業者に代わり当該什器備品の撤去を行い、これに要した費用を事業者に

求償することができる。この場合、事業者は、道の処分について異議を申し出ることができな

い。 
 

（総括管理業務・維持管理業務開始後の解除の効力等） 
第７２条  総括管理業務及び維持管理業務開始後に、次の各号のいずれかに該当する場合、本

契約のうち総括管理業務及び維持管理業務に関する道及び事業者の債権債務は将来に向かって

終了するものとし、事業者は、当該解除が生じた事業年度（ただし、初年度についてはその翌

事業年度とする。）のサービス対価Ｂの１年間分相当額と当該額に係る消費税及び地方消費税相

当額の合計額の１００分の１０に相当する違約金を道の指定する期間内に道に対して支払わな

ければならない。なお、道は、本契約上の履行済みの業務に相当するサービス対価のうちの未

払分を、上記違約金と相殺することにより決済した上で、その残額を解除前の支払スケジュー

ルに従った方法により支払う。 
（１）第７０条により本契約が解除された場合 
（２）事業者が本契約に基づく総括管理業務又は維持管理業務の履行を拒否し、又は事業者の責

めに帰すべき事由によって本契約に基づく事業者の総括管理業務又は維持管理業務が履行

不能となった場合 
２  総括管理業務及び維持管理業務開始後に、次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、

前項第２号に該当する場合とみなす。 
（１）事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７

５号）の規定により選任された破産管財人 
（２）事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）の規定により選任された管財人 
（３）事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）第２条第２号に規定する再生債務者等 
３  第１項にかかわらず、第７０条第３項第６号の場合、道が本契約を解除するか否かを問わず、

事業者は道に対して、別紙６記載のサービス対価Ｂの１年間分相当額と当該額に係る消費税及

び地方消費税相当額の合計額の１００分の２０に相当する金額を違約金として道の指定する期

間内に支払わなければならない。ただし、同号に掲げる場合において、排除措置命令又は納付

命令の対象となる行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号）第２条第９項第３号に規定するものであるとき又は同項第６号に基づく不公正な取
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引方法（昭和５７年公正取引委員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売であるときその

他道が特に認めるときは、この限りでない。 
４  道が被った損害の額が第１項又は前項の違約金の額を超過する場合は、道は、係る超過額に

ついて事業者に損害賠償請求を行うことができ、道は第１項の事業者に支払うべきサービス対

価と上記損害賠償請求権を対当額で相殺することにより決済することができる。 
５  第１項の場合、道は既に本契約に基づいて引渡しを受けた本施設等（什器備品を含む。）の

所有権、著作権その他の権利の一切を保持する。 
 

（道の債務不履行） 
第７３条  道が本契約に基づいて履行すべきサービス対価その他の金銭の支払を遅延した場合

には、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）第８条に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損

害金として支払う。 
２  道が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者からその旨の通知を受領した後、３０日

を経過しても当該違反が改善されなかった場合には、事業者は、本契約を解除することができ

る。当該解除がなされた場合、本契約は将来に向かって終了する。この場合において、道は既

に本契約に基づいて得た本施設等の所有権、著作権その他の権利の一切を保持する。 
３  第２項によって解除がなされた場合で、施設整備業務、総括管理業務又は維持管理業務の一

部が既に実施された場合、当該実施済み業務について道は、事業者に対し、当該実施済み業務

に相当する別紙６記載のサービス対価の未払額（支払義務のある部分に限る。）を一括又は解除

前の支払スケジュール（分割払のスケジュールであった部分については割賦支払利息を含む。）

のいずれか道の選択する方法により支払う。この場合で本施設等が未完成のときの未完成部分

についての所有権は道が当該出来形に相当する部分のサービス対価の支払が完了した時に道に

移転する。 
４  第２項によって契約が解除された場合には、道は、事業者に対して、本契約解除により事業

者が被った損害を相当因果関係の範囲内で賠償する。 
 

（道による任意の解除） 
第７４条  道は、事業者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、１８０日以上前に通知を

行うことにより、本契約を解除することができる。当該解除がなされた場合、本契約は将来に

向かって終了する。道は、既に本契約に基づいて引渡しを受けた本施設等の所有権、著作権そ

の他の権利の一切を保持する。 
２ 前項によって解除がなされた場合の債権債務については、前条第３項の規定を準用し道の選

択する方法で支払う。 
３ 第１項によって契約が解除された場合には、道は、事業者に対して、本契約解除により事業

者が被った損害を相当因果関係の範囲内で賠償する。 
 

（第三者に帰責事由がある場合） 
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第７５条  事業者は、本契約の締結日後に第三者の責めに帰すべき事由により、本施設等を設

計図書に従って建設できなくなった場合又は本施設等を本契約、事業計画書などで提示された

条件に従って維持管理できなくなった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ち

に道に対して通知する。 
２  前項の場合においては、次の区分に従い処理する。 
（１）事業者が善良な管理者としての注意義務に従って一切の注意や予防方法を講じても損害を

防止できなかった場合には、不可抗力による場合とみなし、第９章の規定に従って処理す

る。 
（２）事業者が善良な管理者としての注意義務に従って注意し、予防方法を講じていれば損害の

防止が可能であった場合には、事業者の責めに帰すべき事由による場合とみなす。 
 

（契約が解除された場合の道の債務の支払条件） 
第７６条  本契約が解除された場合において、道による本施設等又はその出来形の譲り受けと

道の事業者に対する代金等の支払が行われるべきときには、当該代金等の支払は、引渡しその

他所有権を移転するために必要な一切の手続が完了した後に行われる。 
 

第８章 法令変更 

（通知の付与） 
第７７条  事業者は、本契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本契約に従って義務

の履行をすることが不能となった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに道

に対して通知しなければならない。 
２ 事業者は、本契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合には、前項の

通知がなされた以降において、履行期日における当該義務が適用法令に違反する限りにおいて

その履行義務を免れるものとし、道は当該業務に対応するサービス対価の支払を行わない。た

だし、道及び事業者は、法令の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しな

ければならない。 
 

（協議及び追加費用・損害の負担） 
第７８条  道が事業者から前条第１項の通知を受領した場合には、道及び事業者は、当該法令

変更に対応するために速やかに本施設等の設計、引渡予定日、本契約、事業計画書等の変更そ

の他本事業の継続のために必要な事項について協議する。なお、この場合の追加費用又は損害

の負担については別紙１２に従う。 
２ 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から６０日以内に本契約等の変更についての合

意が成立しない場合には、道が法令変更への対応方法を事業者に対して通知することができる。

事業者は、それに従い本事業を継続する。 
３ 第１項の協議結果又は第２項の通知に基づき事業が継続される場合において、事業内容の変

更により、本契約に基づく事業者の業務に係る費用が減少したときは、道は当該減少に応じて

サービス対価を減額する。 
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（法令変更による契約の終了） 
第７９条  本契約締結後において、法令変更の公布日から６０日以内に本契約等の変更又は追

加費用の負担についての合意が成立しない場合には、道又は事業者は、相手方に書面による通

知をすることにより、本契約を解除することができる。ただし、本条の規定と前条第２項の規

定では、道による選択を優先させる。 
２ 前項により本契約が解除された場合で、本施設等の全部又は一部が引き渡されていない場合、

当該施設及び解体業務について道は、次の各号のいずれかの措置をとることができる。 
（１）引渡し前の本施設等及び解体業務について、出来形部分が存在し、道が当該出来形部分を

契約解除の後に利用する場合には、道は当該出来形部分を確認の上、別紙６記載のサービ

ス対価Ａ（ただし、割賦支払利息部分を除く。）のうち出来形部分の割合に応じた額により

これを買い受ける。道の支払方法については、一括払い又は終了前の支払スケジュールに

従った分割払（割賦支払利息を含む。）のいずれかを、道が選択する。 
（２）道が引渡し前の本施設等の敷地を原状（更地）回復することが妥当と判断し、これを事業

者に通知した場合には、事業者は、当該敷地を原状（更地）に回復した上で道に対して引

渡す。この場合の費用は道が負担する。また、この場合においても道は前号記載の買い受

け額を前号に従って事業者に支払う。 
３ 第１項により本契約が解除された場合で、本施設等の全部又は一部が既に完成している場合

その他前項以外の施設整備業務の一部が既に実施された場合、当該実施済み業務について道は、

事業者に対し、当該実施済み業務に相当するサービス対価Ａの未払額（支払義務のある部分に

限る。）を一括払又は終了前の支払スケジュールに従った分割払（割賦支払利息を含む。）のい

ずれか道の選択する方法により支払う。 
４ 第１項により本契約が解除された場合で、総括管理業務又は維持管理業務の一部が既に実施

された場合、当該実施済み業務について道は、事業者に対し、当該実施済み業務に相当するサ

ービス対価Ｂの未払額（支払義務のある部分に限る。）を終了前の支払スケジュールに従った方

法により支払う。 
５ 第１項に基づき本契約を解除したことにより、第２項から第４項までに定める費用以外で道

又は事業者に発生した本事業に係る費用又は損害の負担については、別紙１２に従う。 
 

第９章 不可抗力 

（不可抗力への対応） 
第８０条  不可抗力により本契約に基づく一部又は全部の義務が履行不能となった場合には、

事業者は、本事業をできるだけ早期に正常な状態に回復すべく、本契約及び事業計画書に従っ

た対応を行う。道又は事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努

力しなければならない。 
 

（通知の付与） 
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第８１条  事業者は、本契約の締結日後に不可抗力により、本契約に基づく義務の一部又は全

部が履行不能となった場合には、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに道に対して通

知する。 
２ 事業者は、本契約に基づく自己の義務が履行不能となった場合には、前項の通知がなされた

以降において、以降の期日における当該義務の履行義務を免れるものとし、道は当該業務に対

応したサービス対価を支払わない。 
 

（協議及び追加費用の負担） 
第８２条  道が事業者から前条第１項の通知を受領した場合には、道及び事業者は、本事業を

できるだけ早期に正常な状態に回復すべく、速やかに本施設等の設計、所有権移転日、本契約、

事業計画書等の変更その他本事業の継続のために必要な事項について協議する。なお、この場

合の追加費用又は損害の負担については別紙１２に従う。 
２ 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から６０日以内に本契約等の変更及び追加費

用の金額等についての合意が成立しない場合には、道は、不可抗力への対応方法を事業者に対

して通知することができる。事業者は、それに従い本事業を継続する。 
３ 第１項の協議結果又は第２項の通知に基づき事業が継続される場合において、事業内容の変

更により、本契約に基づく事業者の業務に係る費用が減少したときは、道は当該減少に応じて

サービス対価を減額する。 
 

（不可抗力による契約の終了） 
第８３条  不可抗力により、事業の遂行に支障が生じた日から６０日以内に本契約等の変更及

び追加費用の負担についての合意が成立しない場合には、道又は事業者は、相手方に書面によ

る通知をすることにより、本契約を解除することができる。ただし、本条の規定と前条第２項

の規定では、道による選択を優先させる。 
２ 前項により本契約が解除された場合の道及び事業者の債権債務については次項で定める費用

又は損害の負担を除き第７９条第２項から第４項までの定めに準じる。 
３ 第１項に基づき本契約を解除したことにより、前項で準用する第７９条第２項から第４項ま

でに定める費用以外で道又は事業者に発生した本事業に係る費用又は損害の負担については、

別紙１２に従う。 
 

第１０章 その他 

（協議） 
第８４条  道又は事業者は、必要と認める場合には、適宜、本契約に基づく一切の業務に関連

する事項につき、相手方に対して協議を求めることができる。 
 

（道による債務の履行） 
第８５条  本契約の締結後に道が本契約の規定に従い新たに債務の負担が生じた場合には、道

は、必要な予算措置を講じるものとし、予算の定めるところにより当該債務を履行し、これを
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支払う。道が当該債務を履行しない場合には、道の債務不履行として、道は当該支払うべき金

額につき、遅延日数に応じ、当該事象発生時点の政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭

和２４年法律第２５６号）第８条に基づく利率の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金

として支払う。 
 

（契約上の地位の譲渡） 
第８６条  道の事前の承諾がある場合を除き、事業者は、本契約上の地位及び権利義務並びに

事業者の有する資産及び第三者に対する事業者の契約上の地位を第三者に対して譲渡し、担保

に提供し、又はその他の処分をしてはならない。事業者の株式又は新株予約権を発行し又は譲

渡、担保提供その他の処分をしようとする場合も同様とする。なお、道による事前の承諾に際

しては、事業者又は契約上の地位若しくは権利又は資産等の譲受人が本事業に支障となる行為

を行わず、本事業の円滑な遂行がなされると認められる場合において、譲り受ける第三者から

その旨を確約した書面が提出されることを承諾の是非を検討するにあたっての前提条件とする。

ただし、道は、本事業に対して事業者が資金調達を行う場合においては、事業者に融資を実行

する融資者の要求に基づく承諾要請については合理的な理由なく承諾を拒否しない。 
２ 前項の承諾を求める場合、事業者は当該承諾を求める処分行為を規定した契約書その他の文

書の写しを道に提出しなければならない。 
 

（財務書類の提出） 
第８７条  事業者は、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より３か月以内に、財務

書類（会社法第４３５条第２項に定める計算書類）を作成し、公認会計士又は監査法人の監査

を受けた上で、道に提出しなければならない。なお、道は、当該監査済財務書類を公開するこ

とができる｡ 
 

（秘密保持） 
第８８条  道及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の事業に関わる内容（以下本

条において「秘密情報」という。）を、自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタ

ント、請負人等又は自己の出資者並びに本事業に関し事業者に融資する金融機関及びその代理

人（以下本条において「自己の役員、代理人、請負人、出資者等」という。）以外の第三者に

漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、道又は事業者が法令に

基づき開示する場合はこの限りではない。 
２ 前項の規定にかかわらず、道及び事業者は、以下の情報が秘密情報に含まれないことを確認

する。 
（１）開示された当事者が秘密保持義務を負うことなく予め保有していた情報 
（２）前項の違反によらずに公知となった情報 
（３）第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 
３ 事業者は、自己の役員、代理人、請負人、出資者等に秘密情報を開示する場合には、当該被

開示者に対し、自らの責任で自己と同等の秘密保持義務を課す。 
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（個人情報の保護） 
第８９条  事業者は、本事業を実施するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益

を侵害することのないよう努めなければならない。 
２ 事業者は、本事業を実施するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。 
３ 事業者は、その使用する者が、本事業を実施するために知り得た個人情報の内容を他に漏ら

さないようにしなければならない。 
４ 前２項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 
５ 事業者は、本事業を実施するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、本事業の目的

の範囲内で行うものとする。 
６ 事業者は、本事業を実施するため、道から提供された個人情報が記録された資料等を道の承

諾なしに第三者に提供してはならない。 
７ 事業者は、本事業を実施するため、道から提供された個人情報が記録された資料等を、道の

承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。 
８ 事業者は、本事業を実施するため、個人情報を取扱う組織体制や規律の整備、従業員の教育

や監督、機器の管理等の適切な安全管理措置を講じなければならない。 
９ 事業者は、本事業を実施する際に、個人情報の漏えい等の事案が発生したときは、速やかに

道へ報告するとともに、再発防止のための措置を講じなければならない。 
１０ 事業者は、本事業を実施するため、道から提供された個人情報が記録された資料等を、本

事業終了後、速やかに道に返還するものとする。ただし、道が別に指示したときは、当該方法

によるものとする。 
１１ 道は、事業者が本条に反していると認めたときは、本契約の解除又は損害賠償の請求をす

ることができるものとする。 
１２ 道は、事業者が本条を遵守しているかどうかを確認するため、事業者に対し、年に一度、

上記各項に掲げる事項の遵守状況等について、書面等により報告を求めるものとする。 
 

（情報公開） 
第９０条  事業者は、本事業の実施にあたり作成し、又は取得した文書であって、事業者が管

理しているものの公開については、情報公開規程等を定め、当該情報公開規程等により行う。 
２ 前項の情報公開規程等を定める（変更する場合を含む。）にあたっては、事業者は、道と協

議しなければならない。 
 

（知的所有権） 
第９１条  事業者は、本契約に定める義務の履行において、特許権等の知的所有権の対象とな

っている第三者の技術、資料等を使用し、又は第三者をして使用させるときは、その使用に関

する一切の責任を負う。 
２ 本契約終了後、事業者は、道に対し、無償で設計図書等の使用を認める。なお、本契約終了

後においても、事業者は、著作者人格権を道に対して行使しない。 
 

（著作権等の侵害の防止） 
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第９２条  事業者は、その作成又は調達設置する成果物及び関係書類（設計図書及び本施設等を

含む。以下同じ。）が第三者の有する著作権その他の権利を侵害するものではないことを道に

対して保証する。 
２ 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を侵害

し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、

事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講じる。係る著作権その他の権利の侵害に関

して、道が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、道に対し、係る損害及

び費用の全額を補償する。 
 

（資料等の取扱い） 
第９３条  道は、事業者に対し、必要な資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。 
２ 事業者は、道から提供された本事業に関する資料等を本事業以外の用途に使用してはならな

い。 
３ 事業者は、道から提供された本事業に関する資料等を本事業の遂行上必要な範囲内で複製又

は改変できる。 
４ 道から提供を受けた資料等（複製物及び改変物を含む。）が本事業遂行上不要となった場合に

は、事業者は、遅滞なくこれらを道に返還又は道の指示に従った処置を行う。 
 
 （出資者による保証） 
第９４条  事業者は、出資者による別紙１０の様式による出資者保証書を、本契約締結と同時

に道に提出しなければならない。 
 

（事業者の解散） 
第９５条  事業者は、本契約に基づく義務をすべて履行した後でなければ、事業期間の終了後

も解散することはできない。ただし、道が事前に承諾した場合においては、この限りではな

い。 
 

（株式の発行及び処分等） 
第９６条  事業者は、株式の増資等資金調達計画の変更を行う場合には、その旨をあらかじめ

道に通知し、承諾を得なければならない。 
２ 事業者への出資者が事業者の株式について、譲渡、担保設定その他の処分を行う場合には、

事業者は、譲受人等を明らかにした上でその旨を道に通知し、承諾を得なければならない。道

は、本事業に対して事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく事業者の株式に対する担保

設定については合理的な理由なく承諾を拒否しない。 
 

（付保すべき保険） 
第９７条  事業者は、別紙１１に定める内容の保険を自ら付保し、又は第三者をして付保せし

め、当該保険に係る保険証券の写しを道に提出する。なお、当該保険のうち、同別紙に定める

「付保する期間」中において更新する必要があるものは、事業者の責任において更新されなけ
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ればならず、更新の都度、保険証券の写しを道に提出する。なお、事業者が保険に質権等の私

権の設定を行う場合には、事前に道に対してその旨を通知し、承諾を得なければならない。道

は、本事業に対して事業者に融資を実行する融資者の要求に基づく事業者の保険に対する担保

設定については合理的な理由なく承諾を拒否しない。 
 

（融資者との協議） 
第９８条  道は、必要に応じて、本事業に関して、事業者に融資を実行する融資者との間にお

いて、道が本契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また、契約を終了させる際の融資者へ

の事前通知、協議等に関する事項につき協議して定めることができる。 
 

第１１章 雑 則 

（請求、通知等の様式その他） 
第９９条  本契約に定める請求、通知等は、相手方に対して書面をもって行われなければなら

ない。 
２ 本契約の履行に関して、道及び事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある

場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによる。 
３ 本契約上の期間の定めは、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法律第４

８号）に規定するところによる。 
 

（法令遵守等） 
第１００条  事業者は、本契約に従い、法令、条例、関連要綱等を遵守し、本事業を実施しな

ければならない。 
２ 本事業に際しては、道及び事業者ともに信義誠実の原則に従い、双方協力して実施しなけれ

ばならない。 
 

（準拠法） 
第１０１条  本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。 

 
（管轄裁判所） 
第１０２条  本契約に関する紛争は、第一審について札幌地方裁判所を専属管轄裁判所とし、

道及び事業者は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。 
 

（定めのない事項） 
第１０３条  本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本契約の解釈に関

して疑義が生じた場合には、その都度、道及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。 
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別紙１ 用語の定義 
 

 本契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のと

おりとする。 

１  「維持管理企業」とは、事業者から維持管理業務を請け負い又は受託する●をいう。 

２  「維持管理業務」とは、別紙３の６に示した維持管理業務をいう。 

３  「維持管理業務期間」とは、維持管理業務の開始日から契約終了までをいい、具体的には、

本施設等については令和１２年６月１日から令和２６年３月３１日又は期間途中で本契約

が解除若しくは解約によって終了する日又は延長された期間が終了するまでの期間、その他

施設については令和１２年４月１日から令和２６年３月３１日又は期間途中で本契約が解

除若しくは解約によって終了する日又は延長された期間が終了するまでの期間をいう。 

４  「請負人等」とは、本事業について事業者との契約により、本事業の一部又は全部を事業

者から請け負い、又は受託した者をいう。 

５  「外構」とは、新庁舎の外構をいう。 

６  「解体期間」とは、事業者が解体対象施設の解体業務を行う期間をいい、具体的には本施

設１及び本施設２の建設状況に応じ事業者が解体業務に着手した日から解体敷地引渡予定

日まで又は本契約に基づいて変更された場合は変更された期間をいう。 

７  「解体業務」とは、別紙３の３に示した業務をいう。 

８  「解体工事」とは、解体業務に関する一切の工事をいう。 

９  「解体敷地」とは、解体業務の対象となる北海道旭川市６条通１０丁目２２３１及び北海

道旭川市住吉７条１丁目３番１号の敷地をいい、詳細は要求水準書に示す。 

１０  「解体敷地引渡予定日」とは、第３９条に基づき事業者が道に対して解体敷地を引き渡

すべき日であり、具体的には令和１３年３月３１日又は本契約において変更された場合は変

更された日をいう。 

１１  「解体対象施設」とは、解体敷地内に所在する現旭川中央警察署庁舎等及び旭川方面本

部住吉庁舎をいい、詳細は要求水準書に示す。 

１２  「完成図書」とは、建設業務及び解体業務完了時に、事業者が作成する別紙７に記載す

る図書をいう。 

１３  「協力企業」とは、構成企業でない者で、本契約で事業者が実施すべき業務の一部を事

業者より直接受託し又は請け負う者をいう。 

１４  「業務計画書（設計）」とは、第１２条に基づいて事業者が道に対して提出する本施設等

の設計の工程を示した計画書をいう。 

１５  「月例業務報告書」とは、事業者が業務を行った翌月１０日までに作成し、道に提出す

る総括管理業務及び維持管理業務に関する報告書をいう。 

１６  「建設企業」とは、事業者から建設業務を請け負う●をいう。 

１７  「建設業務」とは、別紙３の２に示した業務をいう。 

１８  「建設工事」とは、建設業務に関連する一切の工事をいう。 
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１９  「工事監理企業」とは、事業者から工事監理に係る業務を請け負う●をいう。 

２０  「工事監理業務」とは、別紙３の４に示した業務をいう。 

２１  「構成企業」とは、事業者への出資者であり、本契約で事業者が実施すべき業務の一部

を事業者より直接受託又は請負う者をいう。 

２２  「サービス対価」とは、本事業を通じて事業者が提供するサービスに対して、道が行う

支払のことをいう。 

２３  「事業期間」とは、本契約について道議会の議決のあった日から本契約の終了する日ま

での期間をいう。 

２４  「事業計画書」とは、第５０条第１項に基づいて事業者が道に対して提出する業務計画

書及び長期修繕計画等を総称していう。 

２５  「事業者」とは、●をいう。 

２６  「事業対象地」とは、設計・建設業務の対象となる北海道旭川市７条通１０丁目及び北

海道旭川市２条通２５丁目の敷地をいい、詳細は要求水準書に示す。 

２７  「事業提案書」とは、構成企業及び協力企業が入札説明書等の規定に従い、道に対して

提出した本事業に関する提案書（当該提案書に対する道からの質問への回答を含む。）をい

う。 

２８  「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終了

する１年間をいう。ただし、事業期間の初年度については、事業期間の初日から翌年の３月

３１日までの期間をいう。 

２９  「事業報告書」とは、事業者が各事業年度終了後３０日以内に作成し、道に提出する総

括管理業務及び維持管理業務に関する報告書をいう。 

３０  「施設整備業務」とは、設計業務、建設業務、解体業務及び工事監理業務を総称してい

う。 

３１  「什器備品」とは、第２５条に基づいて調達設置される物をいい、建物に固定されない

家具、備品等を含む。 

３２  「出資者」とは、事業者への出資者のことをいう。 

３３  「新庁舎」とは、設計・建設業務によって整備される旭川中央警察署庁舎及び旭川方面

本部分庁舎を総称していう。 

３４  「施工計画書」とは、第１７条に基づいて事業者が道に対して提出する建設業務に関す

る計画書をいう。 

３５  「施工承諾申請図書」とは、第１７条に基づいて事業者が道に対して提出する各工程に

関する以下の書類を総称していう。 

（１）施工承諾申請図書一覧表 
（２）建築及び設備機器詳細図 
（３）施工要領書 
（４）検査要領書 
（５）計算書、検討書 
（６）打合せ議事録 
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（７）その他必要事項 
３６  「設計企業」とは、事業者から設計業務を請け負う●をいう。 

３７  「設計業務」とは、とは、別紙３の１に示した設計業務をいう。 

３８  「設計・建設期間」とは、令和８年３月から令和１２年５月３１日までの期間（ただし、

本施設１については、令和１２年５月３１日までに整備し、外構等及び公用車車庫は、現旭

川中央警察署庁舎等を解体後、令和１４年１月３１日までに整備する。本施設２については、

令和１２年５月３１日までに整備し、外構等は令和１３年１月３１日までに整備する。）を

いい、それぞれ本契約に基づいて変更された場合は変更された日までの期間を含む。 

３９  「設計・建設業務」とは、設計業務、建設業務及び工事監理業務を総称していう。 

４０  「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書を総称していう。 
４１  「総括管理企業」とは、事業者から総括管理業務を請け負う●をいう。 
４２  「総括管理業務」とは、別紙３の５に示した総括管理業務をいう。 
４３  「その他施設」とは、本事業において維持管理される旭川方面本部総合庁舎及び旭川運

転免許試験場をいう。 
４４  「道」とは、北海道をいう。 

４５  「入札説明書等」とは、本事業の実施に関して道が作成し、公表又は配布した入札説明

書、要求水準書及びその際の公表資料又は配布資料並びに道の質問回答書及びその際の公表

資料又は配布資料の総称をいう。 

４６  「引渡予定日」とは、事業者が道に対して新庁舎を引き渡すべき日であり、具体的には

令和１２年５月３１日又は本契約において変更された場合は変更された日をいう。 

４７  「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、落雷、地滑り、落盤、火災、有毒

ガスの発生、感染症、騒乱、暴動、戦争、テロその他道及び事業者の責めに帰すことのでき

ない自然的又は人為的な事象であって、取引上あるいは社会通念上要求される一切の注意や

予防方法を講じても、損害を防止できないものをいう。また、本施設等及びその他施設に直

接物理的に影響がなくとも、落雷等を原因とする送電線の破断による送電の停止などの間接

的事由も含む。 

４８  「法令」とは、法律、政令、省令、条例、規則、命令、行政指導、ガイドライン等のう

ち本事業に関して法的拘束力を有するものをいう。 

４９  「本契約」とは、本事業の実施について、道と事業者の間で締結する旭川中央警察署庁

舎等整備事業契約をいう。 

５０  「本件日程表」とは、別紙２に記載された日程表をいう。 

５１  「本事業」とは、旭川中央警察署庁舎等整備事業をいう。 

５２  「本施設１」とは、本事業において設計・建設され、維持管理される旭川中央警察署庁

舎、公用車車庫及び外構等をいう。 

５３  「本施設２」とは、本事業において設計・建設され、維持管理される旭川方面本部分庁

舎及び外構等をいう。 

５４  「本施設等」とは、本施設１及び本施設２を総称していう。 
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５５  「モニタリング」とは、事業者が入札説明書及び事業提案書に定められた業務内容及び

サービス水準を達成しているかどうかを確認することをいう。 

５６  「要求水準」とは、要求水準書で規定する、事業者が本事業を行うに際して達成するこ

とが必要となる水準をいう。 

５７  「要求水準書」とは、本事業に関し道が作成し、令和７年４月８日付けで公表又は配布

した入札説明書に添付された要求水準書（その後の変更を含む。）をいう。 
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別紙２ 日程表 
 

本事業の事業日程は、以下のとおりとする。 

 

 
本契約の締結 令和８年３月 

先行解体工事完了期限 令和８年３月３１日 

設計・建設期間 令和８年３月～令和１２年５月３１日 

ただし、本施設１については、旭川中央警察署庁舎を令和

１２年５月３１日までに整備し、外構等及び公用車車庫は、

現旭川中央警察署庁舎等を解体後、令和１４年１月３１日

までに整備する。本施設２については、令和１２年５月３

１日までに整備し、外構等は令和１３年１月３１日までに

整備する。 
解体期間 本施設１、本施設２の建設状況に応じ適切な時期に着手の

うえ、令和１３年３月３１日まで 

什器備品の搬入設置完了確認期限 令和１２年５月３１日 

新庁舎の引渡予定日 令和１２年５月３１日 

総括管理業務期間 令和１２年４月１日～令和２６年３月３１日 
維持管理業務期間 本施設等：令和１２年６月１日～令和２６年３月３１日 

その他施設：令和１２年４月１日～令和２６年３月３１日 

本施設等の供用開始 令和１２年８月１日予定（道が別途決定する） 
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別紙３ 事業概要 
（第４条及び第６１条関係） 

 
本事業における事業者の業務内容は以下のとおりとする。 

 

１ 設計業務 

 測量、地質調査等 

 その他調査、届出、申請等 

 基本設計 

 実施設計 

 その他業務 

 

２ 建設業務 

 工事（駐車場、外構含む） 

 事前協議、申請、届出、検査等 

 その他業務（建物への保険付保等） 

 什器備品の調達、設置 

 工事完了の検査等 

 

３ 解体業務 
 解体に必要となる各種調査 
 解体設計 
 その他業務 
 解体及び撤去工事 
 事前協議、申請、届出、検査等 
 
４ 工事監理業務 
 工事監理 

 
５ 総括管理業務 
 準備業務（施設・設備の準備及び物品等の調達、その他施設の引継ぎ等） 
 日常管理業務（管理業務全般の指揮・管理・監督、連絡調整、従業員の管理等） 
 その他の管理業務（来庁者及び職員等の安全に関する業務等） 
 セルフモニタリング（自己監査）（事業内容の履行状況の確認等） 

 
６ 維持管理業務 

維持管理業務は、本施設等及びその他施設を対象とする。 
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 建物保守・点検業務（保守、点検及び環境衛生管理） 

 建物設備保守・点検業務（運転・監視、点検等） 

 清掃業務（日常・定期清掃等） 

 修繕・更新業務（長期修繕計画の作成及び更新、修繕・更新等） 
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別紙４ 基本設計完了に伴って提出すべき図書 
（第１４条関係） 

 
基本設計完了に伴って提出すべき図書は，以下のとおりとする。提出時の体裁，部数等に

ついては，別途道が指示する。なお，図面・資料等については提案内容，計画内容及び道と

の協議等により適宜追加するものとする。 

*1 容量の関係等により複数枚とすることも可とする。 

設計図については CAD データ（JWW・PDF）及び画像データとする。 

業
務 成果物 

仕様・部数 

原図 製本 CD-R 

基 

本 

設 

計 

基本設計図書 

共通図 

表紙 

A3 
A3 

二つ折り 2 枚 
（正・副） 
（*1） 

案内図 

基本計画説明図 

面積表 

その他必要な図面 

建築図等 

建築計画概要書 

配置図 

各階平面図 

動線計画 

各面立面図 

断面図 

仕上げ表 

各諸室面積表 

その他必要な図面 

電気設備図等 

電気設備設計概要書 

配置図 

各設備系統図 

各階平面図 

各室必要設備諸元表 

その他必要な図面 

機械設備図等 

機械設備設計概要書 

配置図 

各設備系統図 

各階平面図 

各室必要設備諸元表 

その他必要な図面 

説明資料 

意匠計画書 

構造設計概要書 

ランニングコスト計算 

設備負荷計算書 

環境対策検討書 

法的検討書 

採用設備計画比較検討書（空調方式，受変電設備等） 

近隣対策検討書（必要な電波障害机上検討，日影検討
等） 

工事計画書（建設計画，工程計画，解体計画，仮設計
画） 

概算工事費内訳書 

その他必要な書類等 

その他資料 

各種技術資料  適宜 

－ 各種議事録  A4 

その他 その他必要な資料等 適宜 

成果物 仕様・部数 

透視図 

鳥瞰パース 

適宜 額入り 

2 枚 

（正・副） 
（*1） 

アイレベル 2面以上（ファサードパース必須） 
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別紙５ 実施設計完了に伴って提出すべき図書 
（第１４条関係） 

 
実施設計完了に伴って提出すべき図書は，以下のとおりとする。提出時の体裁，部数等に

ついては，別途道が指示する。なお，図面・資料等については提案内容，計画内容及び道と

の協議等により適宜追加するものとする。 

 

業
務 

成果物 
仕様・部数 

原図 製本 CD-R 

実 

施 

設 
計 

実施設計図 

共通図 

表紙 

 

 
A1 

 
 
A1 

二つ折り 
 
A3 

二つ折り 

2 枚 
（正・副） 

図面リスト 

特記仕様書 

案内図 

配置図 

面積表 

求積図 

法的説明図 

工事区分表 

仮設計画図 

平均地盤面算定図 

現況測量図 

真北測量図 

その他必要な図面 

建築設計図 

仕上表 

各階平面図 

各面立面図 

断面図 

矩計図 

詳細図 

展開図 

各階天井伏図 

建具表 

工作物等詳細図 

その他必要な図面 

構造設計図 

基礎，杭伏図 

基礎梁伏図 

各階伏図 

軸組図 

断面リスト 

基礎配筋図 

各部配筋図 

その他必要な図面 

電気設備設計図 

受変電設備図 

自家用発電設備図 

雷保護設備図 

強電設備図 

弱電設備図 

太陽光発電設備図 

電波障害対策図 

その他必要な図面 

機械設備設計図 

給排水衛生等設備図 

空気調和等設備図 

昇降機設備図 

その他必要な図面 
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*1 容量の関係等により複数枚とすることも可とする。 

設計図については CAD データ（JWW・PDF）及び画像データとする。 

業
務 

成果物 
仕様・部数 

原図 製本 CD-R 

実
施
設
計 

実施設計図 

解体工事設計図 

配置図 

A1 

A1 
二つ折り 

 
A3 

二つ折り 
2 枚 

（正・副） 

位置図 

平面図 

断面図 

仕上表等 

その他必要な図面 

外構設計図 

外構平面図 

縦横断面図 

各部詳細図 

舗装平面図 

その他必要な図面 

その他 その他必要な資料等 

その他資料 

 

積算関係 

工事内訳明細書 

A4 － 積算数量調書 

その他必要な資料等 

積算調書 

A4 － 

2 枚 
（正・副） 

※数量は公共建築数量積算基準及び公共
建築設備数量積算基準（国土交通省大臣
官房官庁営繕部）に従って算出する。 

設計計算書 

構造計算書 

雨水排水量計算書 

電気設備設計計算書 

機械設備設計計算書 

省エネ計画書 

ランニングコスト計算書 

その他必要な計算書 

設計説明書等 

施工手順書 

リサイクル計画書 

法的検討書 

その他提案内容により必要となる説明
書等 

各種技術資料  適宜 － 

打合せ議事録  A4 － 

その他 その他必要な資料等 適宜 － 

成果物 仕様・部数 

透視図 

鳥瞰図 

適宜 額入り 
2 枚 

（正・副） 
(*1) 

外観図 

内観図 

模型又は 

３Ｄ動画 

模型 アクリルケース 1式 

３Ｄ動画 ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 1 枚 



 
 

48 
 

別紙６ サービス対価の算定、支払い及び改定方法 
（第３３条、第３９条、第６０条～６２条、第７１条～第７３条及び第７９条関係） 

 
※本契約の締結時に「入札説明書 別添資料４」を添付する。 
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別紙７ 完成検査に伴う提出図書 
（第３０条関係） 

 
完成検査時の提出図書は，以下のとおりとする。提出時の体裁，部数等については，別途

道が指示する。なお，図面・資料等については提案内容，計画内容及び道との協議等により

適宜追加するものとする。 

業

務 

成果物 仕様・部数 

製本 CD-R 

完
成
図
書
等 

竣工図 
A1 二つ折り 

A3 二つ折り 

2 枚 

（正・副） 

（*1） 

竣工図縮小版 

施工図 

工事工程写真 A4 

工事完成通知書 A4 

完成写真 A4 

打合せ記録簿 A4 

要求水準確認表 適宜 

長期計画修繕計画 適宜 

財産台帳付属図面 B4 

建築物等の利用に関する説明書 適宜 

各種取扱説明書 適宜 

各種保証書 適宜 

完成検査調書 適宜 

各種試験成績書 適宜 

その他必要な届出等資料 適宜 

その他指示する図書 適宜 

*1 容量の関係等により複数枚とすることも可とする。 

設計図については CAD データ（JWW・PDF）及び画像データとする。 
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別紙８ 目的物引渡書様式 
（第２５条及び第３１条関係） 

 

目的物引渡書 
 

令和 年 月 日 

 

 

 北海道警察本部長 殿 

 

事業者 住 所 

 名 称 

 代表者 

 

事業者は、以下の施設を、旭川中央警察署庁舎等整備事業における事業契約書第２５

条の規定に基づき、引き渡します。 

 

工 事 名  

工 事 場 所   

施 設 名 称   

引渡年月日   

立
会
人 

北海道  

事業者  

 

【  事業者名  】 様 

 

上記引渡年月日付けで、上記の物件の引渡しを受けました。 

                        北海道 

北海道警察本部長 
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別紙９ モニタリング及び改善要求措置並びに対価の減額手続き等 
（第６３条及び第６４条関係） 

 
※本契約の締結時に「入札説明書 別添資料５」を添付する。 
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別紙１０ 出資者保証書 
（第９４条関係） 

 
令和 年 月 日 

 
 北海道警察本部長      殿 

 

出資者保証書 
 

北海道（以下「道」という。）及び［事業者］（以下「事業者」という。）との間において、本

日付けで締結された旭川中央警察署庁舎等整備事業の事業契約（以下「事業契約」という。）に

関して、出資者である［ ］、［ ］及び［ ］（以下「当社ら」という。）は、本日付けをもっ

て、道に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証する。なお、特に明示の無

い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、事業契約に定めるとおりとする。 
 

記 
 

１ 事業者が、令和○年○月○日に会社法（平成１７年法律第８６号）上の株式会社として適法

に設立され、本日現在有効に存在すること。 
 
２ 事業者の本日現在における発行済株式総数は［ ］株であり、うち、［ ］株を［ ］が、［ ］

株を［ ］が、及び［ ］株を［ ］が、それぞれ保有していること。 
 
３ 当社らは、道の承諾なく、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者

への譲渡は一切行わないこと。 
 
４ 事業者が本事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として、当社らが保有

する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式又は出資上に

担保権を設定する場合、事前にその旨を道に対して書面により通知し、道の承諾を得た上で行う

こと。また、担保権設定契約書及び融資契約書のうち係る担保に関連する条項部分の写しをその

締結後速やかに道に対して提出すること。 
 
５ 第３項及び第４項に規定する場合を除き、当社らは、事業契約の終了までの間、事業者の株

式又は出資を保有し、道の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他

一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式又

は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、道の事前の書面による承諾を得て行うこと。 
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 （保証人） 住 所 
  名 称 
  代表取締役 印 
   

住 所 
  名 称 
  代表取締役 印 
   

住 所 
  名 称 
  代表取締役 印 
   

住 所 
  名 称 
  代表取締役 印 
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別紙１１ 付保すべき保険 
（第４７条、第５６条及び第９７条関係） 

 

事業者が付保すべき保険の内容は、提案によるものとするが、最低限、下記基準を満たす保

険に加入するものとする。また、その他、リスク対応のために必要である場合は、提案により

付保するものとする。 

１ 建設工事の期間中の保険 

（１）建設工事保険（これに準じるものを含む。） 

建設工事保険…建物の建築を主体とする工事を対象とし、火災保険も含める。 

(ア) 保険契約者  事業者又は建設企業 

(イ) 被保険者  事業者、建設企業、道を含む 

(ウ) 保険の対象  本施設等の建設工事 

(エ) 保険期間  建設工事の期間 

(オ) 保険金額（補償額） 工事完成価額（消費税及び地方消費税を含む。） 

(カ) 補償する損害 水災危険、火災事故を含む不測かつ突発的な事故による損害 

（２）第三者賠償責任保険（これに準じるものを含む。） 

(ア) 保険契約者   事業者又は建設企業 

(イ) 被保険者  事業者、建設企業、道を含む 

(ウ) 保険期間   工事期間 

(エ) 保険金額（補償額） 対人 １億円／１名以上かつ１０億円／１事故以上  

対物 １億円／１事故以上 

(オ) 免責金額  ５万円／１事故以下 

 

※事業者又は建設企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券の写しを遅

滞なく道に提出する。事業者又は建設企業は、道の承諾なく保険契約及び保険金額の

変更又は解約をすることができない。事業者又は建設企業は、業務遂行上における人

身、対物及び車両の事故については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う

一切の費用を負担する。 

 

２ 維持管理業務期間中の保険 

（１）施設賠償責任保険及び請負業者賠償責任保険（これに準じるものを含む。） 

施設賠償責任保険： 

施設の所有、使用、管理の欠陥に起因して発生した第三者に対する法律上の賠償責任を

負担することによって被る損害を担保する。 

請負業者賠償責任保険： 
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維持管理・保守点検、メンテナンスの欠陥に起因して発生した第三者賠償損害（主とし

て施設等管理財物自体）に対する請負業者の負うべき法律上の損害賠償責任を負担する

ことによって被る損害を担保する。 

(ア) 保険契約者  事業者又は維持管理企業 

(イ) 被保険者  事業者、維持管理企業、道を含む 

(ウ) 保険の対象  本施設等及びその他施設 

(エ) 保険期間  維持管理業務期間（毎年度更新することでもよい。） 

(オ) てん補限度額（補償額） 

対人 １億円／１名以上かつ１０億円／１事故以上 

対物 １億円／１事故以上 

(カ) 免責金額   ５万円／１事故以下 

 

※事業者又は維持管理企業は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券の写し

を遅滞なく道に提出する。事業者又は維持管理企業は、道の承諾なく保険契約及び保

険金額の変更又は解約をすることができない。 

 

前記各保険以外の保険 

前記各保険以外に、事業提案書において事業者により付保することとされた保険については、

原則として事業提案書に定めるところにより付保するものとし、変更する必要が生じたときは、

あらかじめ道と協議しなければならない。なお、当該保険を付保したときは、その証券又はこれ

に代わるものの写しを、直ちに道に提出しなければならない。
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別紙１２ 不可抗力又は法令変更による追加費用又は損害の負担 
（第７８条、第７９条、第８２条及び第８３条関係） 

 
１ 不可抗力による追加費用又は損害の負担 

（１）設計・建設業務 

不可抗力に起因して設計・建設業務に関して道若しくは事業者が負担した追加費用又は道

若しくは事業者が被った損害に相当する金額が、別紙６記載のサービス対価Ａの総額のうち、

サービス対価Ａ－３－１及びＡ－３－２の総額に相当する額を控除した金額と、当該額に係

る消費税及び地方消費税相当額の合計額に相当する額の１００分の１に相当する額までは事

業者が負担し、１００分の１を超える部分については道がこの超過部分を負担する。 

 

（２）解体業務 

不可抗力に起因して解体対象施設の解体業務に関して道若しくは事業者が負担した追加費

用又は道若しくは事業者が被った損害に相当する金額が、別紙６記載のサービス対価Ａ－３

－１及びＡ－３－２の総額に相当する金額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の

合計額の１００分の１に相当する額までは事業者が負担し、１００分の１を超える部分につ

いては道がこの超過部分を負担する。 

 

（３）総括管理業務及び維持管理業務 

不可抗力に起因して総括管理業務及び維持管理業務に関して道若しくは事業者が負担した

追加費用又は道若しくは事業者が被った損害に相当する金額が、一事業年度につき、別紙６

記載のサービス対価Ｂの（ただし、第６０条による減額を考慮しない金額とする。）当該事業

年度における支払総額と当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の１００分の１

に相当する額までは事業者が負担し、１００分の１を超える部分については道が負担する。 

 

２ 法令変更による追加費用又は損害の負担 

（１）① 本事業に類型的若しくは特別に影響を及ぼす法令変更により生じた追加費用及び損害

については、道が負担する。なお、本別紙において「本事業に類型的若しくは特別に影

響を及ぼす法令」とは、特に本施設等及び本施設等類似の施設の設計、建設及び維持管

理に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものとし、これに

該当しない法人税その他の税制変更（消費税、消費税類似の税制度の新設・変更（税率

の変更を含む。）を除く。）及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれな

い。 

② ①で定める以外の法令変更により生じた追加費用及び損害については、事業者の負担

とする。 

（２）法令の変更の解釈につき、道と事業者の間で疑義が生じた場合には、両者で協議する。 
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３ 保険との関係 

法令変更又は不可抗力により、道又は事業者に追加費用又は損害が生じたことについて、事

業者が保険、保証、補償金等を受領した場合で、当該保険、保証、補償金等の額が事業者の負

担する額を超える場合には、当該超過額は道が負担すべき額から控除し、事業者が負担する。 

 

４ 複数の事由が発生した場合の措置 

不可抗力、法令変更に該当する複数の事由が発生した場合の追加費用及び損害については、

それぞれの発生事由ごとに負担金額を算出し、設計・建設業務及び解体業務においては同業務

全体における累計で、総括管理業務及び維持管理業務においては当該事由が発生した事業年度

中の累計で算出する。 
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別紙１３ 保証書 
（第３２条関係） 

 

北海道警察本部長 殿 
 

保証書（案） 
 

請負人等（以下「保証人」という。）は、旭川中央警察署庁舎等整備事業（以下「本事業」とい

う。）に関連して、事業者が北海道（以下「道」という。）との間で、令和８年３月●日付けで締

結した旭川中央警察署庁舎等整備事業の事業契約（以下「事業契約」という。）に基づいて、事業

者が道に対して負担する本保証書第１条の債務を事業者と連帯して保証する（以下「本保証」と

いう。）。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除

き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。 
 

（保証） 
第１条 保証人は、事業契約第３２条第１項（第３９条第３項に基づき準用する場合を含む。）に

基づく事業者の道に対する債務（以下「主債務」という。）を連帯して保証する。 
 
（通知義務） 
第２条 道は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた

場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、道によ

る通知の内容に従って、当然に変更される。 
 

（履行の請求） 
第３条 道は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、道が別途定めた様

式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。 
２ 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から３０日以内に、当該請求に

係る保証債務の履行を開始しなければならない。道及び保証人は、本項に規定する保証債務の

履行期限を、別途協議の上決定する。 
３ 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履

行請求書を受領した日から３０日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければな

らない。 
 

（求償権の行使） 
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第４条 保証人は、事業契約に基づく事業者の道に対する債務がすべて履行されるまで、保証人

が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはな

らない。 
 

（終了及び解約） 
第５条 保証人は、本保証を解約することができない。 
２ 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。 

 
（管轄裁判所） 
第６条 本保証に関する紛争については、札幌地方裁判所を第１審の専属管轄裁判所とする。 

 
（準拠法） 
第７条 本保証は、日本国法に準拠し、これによって解釈される。 

 
以上の証として本保証書を２部作成し、保証人はこれに記名押印し、１部を道に差し

入れ、１部を自ら保有する。 

 
令和 年 月 日 
 （保証人） 住 所 
  名 称 
  代表取締役 印 
   

住 所 
  名 称 
  代表取締役 印 
   

住 所 
  名 称 
  代表取締役 印 

 

  住 所 
  名 称 
  代表取締役 印 

 
 


